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提 言 概 要 
 

 本提言は、2021年11月に運輸総合研究所にて立ち上げられた、有識者、交通事業者団体、

関係省庁からの委員の方々で構成される「高齢者等の移動手段確保方策検討委員会」の

調査研究成果である。 

 SDGsの目標11.2において「2030年までに、脆弱な立場にある人々、女性、子ども、障害

者及び高齢者のニーズに特に配慮し、公共交通機関の拡大などを通じた交通の安全性改

善により、すべての人々に、安全かつ安価で容易に利用できる、持続可能な輸送システ

ムへのアクセスを提供する」とされていることを踏まえ、本調査研究で対象とする『高

齢者等』を『脆弱な立場にある人々、女性、子供、障害者及び高齢者』と定義する。 

 

 

１ 高齢者等の移動手段のあるべき姿 
 

 対象となる高齢者等は、個々人の「心身の状態」や「所得」、「周辺環境」などによって、

状況が異なるが、ここでは、「自分で移動する手段がない人・移動できない人」と「車以

外の移動手段が十分に無いため、自ら運転している人」、大きく２つに区分する。する

と、それぞれ、「自ら移動する術がない・使える移動手段がない」、「自ら移動する術はあ

るが、不安やリスクを抱えている」という状況にあると考えられ、その結果、生活に必

要となる買い物や通院、人との交流が不足し、虚弱や要介護等の状態悪化、また、運転

する人については交通事故の発生などが懸念される。 

 このような状況の改善にあたり、移動する術がない人には、健康に日々の生活が送れる

ように、「地域内および目的先までの移動を保証するベーシックな移動手段」が必要と

なり、自ら運転する人には、事故を起こすリスクを避けられるように、マイカー運転の

自由度・利便性に近い移動手段により、マイカーからサービス利用に転換してもよいと

思えるようにしていくことが一つの方策として考えられる。 

 以上のことをまとめると、高齢者等の移動手段のあるべき姿は、「利用者の状態・状況・

ニーズに合わせて、移動が可能であること、運転しなくても生活の質を担保することが

できているもので、それを実現するモビリティサービスの確保によって、高齢者等は手

段を選択でき、公共交通のサービス利用者が増えることで、モビリティの持続性を確保

できるという状態」を目指すべきと考えられる。 
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２ 「マイカー運転の自由度・利便性に近い移動手段」の基本的な考え方 
 

 免許保有者数当たりの交通死亡事故を起こす件数を年齢層別に見ると、高齢者層の数字

は極めて高くなっているが、この背景として、高齢者の中には、日常生活上必要な移動

が他の移動手段ではなし得ないことから、やむを得ずマイカー運転を継続している場合

も多く、その結果、高齢者が交通事故を引き起こすリスクが高くなっている状況がある

ものと思われる。 

 そのような交通事故を無くすためには，日常生活上必要な移動においてマイカーに替わ

る移動手段を確保し、当該手段への転換を図ることが望まれ、そのためには、そうした

移動手段が「マイカー運転の有する自由度・利便性を一定程度満足する」手段である必

要がある。 

 上記問題意識の下、本調査研究では「マイカー運転の自由度・利便性に近い移動手段」

に焦点化して検討した。 

 マイカー運転の自由度・利便性に近い移動手段（以下「新たなモビリティサービス」と

いう。）の実現にあたっては、AIシステムを用いたデマンドによる乗合運行、定額乗り放

題制の料金プランを採用することで、マイカーに近い自由度・利便性を確保することを

想定する。なお、その形態は地形、人口密度、集落の状況等、地域の状況に応じて、変

わり得るものである。 

 サービス利用料金については、サービス提供者の事業性に関わることから、マイカーの

維持費の水準を意識した設定が重要である。また、個々人によって、移動手段に求める

自由度・利便性の程度は異なるため、利用者がサービスレベルに応じて利用料金を負担

することとし、サービスレベルと利用料金の組合せを選択できるようにするのがよい。 

 新たなモビリティサービスは、日常の生活圏における店舗や施設等への移動のための移

動手段、また、遠方まで移動するための鉄道・路線バス等の幹線交通に接続するための

移動手段とし、鉄道・路線バス等の幹線交通との役割分担を図ることにより、相乗効果

を図っていくべきである。 
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３ 新たなモビリティサービスのサービス形態 
 

 サービスを設計するにあたっては、マイカーがもつ「ドアtoドア」、「何時でも移動でき

る」、「何度でも移動できる」などの自由度・利便性に近づけていくことが望まれる。 

 このことを踏まえて考えられるサービス形態は、以下のとおり。 

運行方式 

 乗合型デマンドサービスとする。 

 地域の交通環境に応じて「ドアtoドア型」、「ミーティングポイント型」

等ルート設定方式は変わり得る。そのため、運行方式を設定する際には

それぞれの特性を踏まえ、対象区域において、より適した方式（※）を

選択する。 

 また、運行時刻についても、あらかじめ運行時刻が定まった「定時」運

行、一定程度前もった予約により運行時刻が定まる「事前予約」による

運行、利用したいタイミングで予約を行う「即時予約」による運行とい

った違いがある。そのため、上記同様、それぞれの特性を踏まえ、対象

区域において、より適した方式を選択する。 

※住居が集まる集落か個々の住居が離れている集落かの違い、起伏の激しさなど、

対象区域の状況に応じて、適した方式は異なると考えられる。  

運行時間 

 移動需要を踏まえて運行時間を設定する。 

 繁忙時間帯も利用できるサービスの場合には、サービス利用料金を高く

設定した料金プランとすることもありえる。 

運行区域 

 サービスの運行区域は高齢者等の「日常の生活圏」が基本となる。 

 他の利用者と比べ、買い物や通院等、各種目的のためにより遠隔地に移

動するニーズがある利用者を対象として運行区域や運行区間を設定し、

料金プランに反映する方法もありえる。 

車両 
 車両サイズは、乗合によって一度に運行し得る人数を勘案して選定。 

 利用件数に応じて運行車両台数を調整。 

料金プラ

ン 

 マイカーが持つ、「何度でも移動できる」というメリットを踏まえ、「定

額乗り放題」のプランとする。 

 運行時間、運行区域、利用頻度、迂回・待ち時間の有無等に応じて複数

のプランを設定する方法もありえる。 
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４ 新たなモビリティサービスの実現に向けた施策 
 

 新たなモビリティサービスの実現に向けて、以下に示す10の施策を設定した。 

施策1 
住民等へのサービ

スの周知 

 サービスの説明会等の開催により、サービス内容やスマホアプリ

の利用方法の理解を促進するとともに、サービス利用による生活

の質（QOL）の向上イメージを醸成する。 

施策2 

サービス利用への

転換を促すコミュ

ニケーション・イ

ンセンティブ付与 

 免許返納の対象となる高齢者が実際の行動変容につながるよう、

マイカーの維持費や事故リスクの高さに関して効果的なコミュニ

ケーションを図るとともに、マイカーを手放すインセンティブ（料

金割引等）を付与する。 

施策3 
目的地施設との共

創の実施 

 高齢者等のQOL向上につながるサービス利用を促すため、目的地で

ある施設と共創し、施設利用促進策（料金割引等）を実施する。

また、例えば、商業施設等が行うタイムセールと連動した運行の

周知などにより、同時間帯に同方向に動いてもらうよう促すこと

で、乗合率を高める工夫を行う。 

施策4 
適正な給与・勤務

体系の工夫 

 例えば、朝夕のスクールバス運行等により、安定した収入を確保

しつつ、昼間帯は当該サービスを実施するなど、運転者の適正な

給与や勤務体系の工夫を行う。 

施策5 
他サービス等との

マルチタスク化 

 過疎地域等における収益構造改善・担い手確保のため、貨客混載

を始め、生活関連サービスや施設運営とのマルチタスク化を促進。

その際、例えば貨物輸送の料金が旅客輸送の料金より高く設定で

きる可能性に留意。 

施策6 
デマンド交通シス

テムの導入補助 

 デマンド交通システムの導入費補助や、デマンド交通システムを

所有・管理する自治体から事業者が借用可能となるようにする。 

施策7 
持続可能な料金の

不断の見直し 

 マイカー維持費の水準を意識して設定した持続可能な料金につい

て、利用動向等を踏まえつつ、不断の見直しを行う。 

施策8 
データの一元的な

管理・見える化 

 費用、料金収入、公的財源やサービスの運行実態、利用状況等、

運行に関するデータを一元的に収集して分析・見える化できる基

盤を整備する。 

施策9 
FS調査・社会実験

の実施 

 FS調査や社会実験について、従来以上の大規模な実施により、前

頁・本頁の各施策の取組等に関して、社会実装の可能性の有無を

検証する。 

 また、FS調査を契機として利用者の外出率や分担率などの定量的

なデータを適宜取得し、社会実装に活用する。 

施策10 
既存のバス・タク

シー事業者との調

整 

 新たなモビリティサービスの導入にあたっては、既存のバス・タ

クシー事業者との適切な役割分担により、地域住民の利便性確保

につながる交通体系を実現すべく、地域公共交通会議等の合意を

踏まえた運行計画を策定する。 
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５ 新たなモビリティサービスにより実現する世界 
 

 新たなモビリティサービスにより、高齢者等は事故を起こす不安のない安心・自由な移

動を確保して、通院、買い物、余暇・交流等の日常的な外出が可能になり、暮らしの質

（QOL）の向上や健康の維持を図ることが可能になる。 

 また、多くの利用が得られる新たなモビリティサービスが普及すれば、提供する交通事

業者にとっては、新たなビジネス(市場)として収益を確保でき、また、ドライバー等、

従業員に対する適正な給与を確保できる。 

 さらに、自治体においては、移動手段確保や医療に関する財政負担の軽減、住民の外出

先である地域の賑わい創出・活性化、住民の自治体への満足度の向上、CO2排出量削減に

よるカーボンニュートラル実現への寄与など、地域の魅力向上につながることも期待で

きる。 

 

６ 今後さらに検討が必要な項目 
 

 交通の供給側の事業性に関する検討は進められているが、将来を考えると、現行のバス・

タクシーといった区分けをそのまま続けるのでいいのかという論点がある。むしろ、乗

合と貸切という区分けだけで、大きさで分ける必要が無くなっていくかもしれない。車

両についても、同じ大きさの車両が定員が10名と14名で規格が異なっていて、後者では

要求仕様が多くコスト高になっており、また運転免許も異なっているが、これを普通車

扱いで大型2種免許でなくとも運転できるようになれば、今より安く、またドライバー

確保も容易になってくるように思われる。 

 また福祉的側面を考えると、地域包括ケアシステムの5つの構成要素の「介護」、「医療」、

「住まい」「介護予防」「生活支援」が高齢者の在宅生活を支える主な要素とされ、移動

支援は「生活支援」の一つであるのはもちろん、それによる外出、社会参加の機会の確

保は「介護予防」のためにも大変重要である。この地域包括ケアシステムの実現に向け

て、介護予防・日常生活支援総合事業による運営費補助や、生活支援体制整備事業によ

るネットワーク構築などが可能になったものの、移動・交通のシステムとの連携に向け

てさらなる方策の検討が望まれる。また、特に過疎地域では、在宅医療や訪問看護等の

介護サービスが人材不足等でひっ迫しており、加えて移動に伴うコストが事業性を悪化

させ、大きな負担となっている。中山間地域における地域包括ケアシステム構築の実現

に向けて、移動・交通の問題も組み込んだ姿の検討も望まれる。 

 さらに、地域の持続性や住民の生活を考えると、交通単独で答えを出すのではなく、ま

ちづくりとの連携も重要になってくると考えられる。特に、過疎地域では人口減少が顕

著であり、小さな拠点をうまく作り、それを中心としたまちづくりを考え、モビリティ

が役割を果たす姿が望まれる。 
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はじめに 
 

 今後の人口減少・高齢社会において、移動手段の確保は重要な地域課題となっている。

日本の状況をみると、高度成長期は、マイカーの普及が進み、自らの運転と公共交通の

サービス利用で移動手段を確保してきた。しかし、民間サービスとして運営・運行され

ている公共交通は、収益性を確保できない場所での維持は難しく、このような中、マイ

カーがなければ不便・生活がなりたたないといった「マイカー依存」の状況にある。そ

の結果、マイカーを手放せない高齢ドライバーによる事故が増加し、日常的な行為を行

うための外出ができない移動困難者が発生している。 

 今のまま進めば、人口減少や高齢化の中で、リソースや財源が不足し、さらに移動手段

の確保が困難になると想定される。また、新たな社会状況の変化として、カーボンニュ

ートラルの実現に向けた電動車へ転換が進んでいるが、これにより、コスト増でマイカ

ー所有が難しくなる可能性もある。自動運転技術の普及は進むと考えられるが、技術の

進展状況によっては条件付きの運行になる可能性もある。 

 上記のような状況から、我が国における移動手段確保の状況は、「人」や「まち」の変化

に対し、「移動・交通」に関する事業モデル・仕組みが合わなくなり、「高齢者等の移動

のあるべき姿」とのギャップが拡がっている。つまり、従来型の事業モデル・仕組みは

限界にきているといえる。その結果、日本では、個人が状態や環境に関わらず、必要な

移動手段を確保できる状況にはなっておらず、この問題は今度さらに深刻化すると考え

られる。 

 このような状況を捉え、国土交通省「高齢者の移動手段確保の検討会 中間とりまとめ」

（平成 29 年 6 月）も踏まえつつ、高齢者等の移動手段確保については、将来を見据え

た根本的な解決に向けて更なる検討が急務と考える。 

 2050年に日本の総人口は約 1億人となる。団塊ジュニア世代は後期高齢期に入り、高齢

者は総人口の 3割以上を占める。また、世帯類型も単独世帯が 4割を占め、その半数が

高齢者単独世帯である。そこで、本調査研究では、こうした人口の質的変化が生じる 2050

年を見据えたより良い未来の実現に向けて、地域や社会経済状況の見通しを踏まえなが

ら、高齢者等の移動のあるべき姿、その実現策に向けた議論を行った。 

 本調査研究では、2050年の時代に即した高齢者等の移動手段のあるべき姿について設定

したうえで、その実現に向けて、マイカーを運転している高齢者等の「マイカー所有か

らサービス利用への転換」を掲げ、方策として「マイカー運転の自由度・利便性に近い

移動手段」を提案している。 

 これらの内容を本調査研究における、「高齢者等の移動手段確保方策に関する提言」（以

下「提言」と言う。）として本書に示す。 
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 本提言では、高齢者等の移動を取り巻く状況と、移動を取り巻く今後の変化をもとに、

2050年を見据えた場合の前提となる社会を想定したうえで設定した、将来に向けた高齢

者等の移動手段の全体的な方向性として、「移動手段のあるべき姿」を示す。 

 そこから、本調査研究で具体化する移動手段として、マイカーを運転している高齢者等

の「マイカー所有からサービス利用への転換」を促進するための方策として、「マイカー

運転の自由度・利便性に近い移動手段」に焦点化して、本移動手段について提案する。 

 具体的には、マイカー運転の自由度・利便性に近い移動手段の「基本的な考え方」とそ

の「実現による効果」について示す。そのうえで、本移動手段に関連する先進事例から

知見・データの収集を行うための「事例調査」と、それらに基づく地域特性を踏まえた

本移動手段の簡易的な収支計算を行うための「簡易シミュレーション」の実施結果を示

し、それらの結果を踏まえた、「地域のケースごとの本移動手段の展開の方向性」と「普

及展開を実現するための施策」を示す。 

 

【本提言のフロー】 

 

 

  

1.高齢者等の移動を取り巻く状況 2.移動を取り巻く今後の変化

3.2050年の時代に即した移動手段のあるべき姿

1-1.高齢者等の状況

1-2.交通事業者等の状況

1-3.自治体の状況
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2-4.技術

3-1.前提となる社会の想定

3-2.移動手段のあるべき姿

3-3.「マイカー運転の自由度・利便性に近い移動手段」への焦点化

4.新たなモビリティサービスの実現に向けて

4-1.「マイカー運転の自由度・利便性に近い移動手段」とは

4-2.新たなモビリティサービスにより実現する世界

4-3.事例調査 4-4.簡易シミュレーション

4-5.地域特性ごとのサービスのあり方

4-6.実現に向けた施策等

将来に向けた高齢者等の移動手段の全体的な方向性の検討

本調査研究で具体化する移動手段への焦点化

本手段の基本的な考え方の整理

本手段の実現による効果の整理

本手段に関連する先進事例からの知見・データ
(地域特性・サービス形態・運行実績等)の収集

先進事例で収集した知見・データに
基づく地域特性を踏まえた本手段の
簡易的な収支計算

事例・簡易シミュレーション結果を踏まえた地域のケースごとの本手段の展開の方向性の整理

本手段の普及展開を実現するための施策の抽出
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１ 高齢者等の移動を取り巻く状況 
 「高齢者等」、「交通事業者等」、「自治体」のそれぞれの視点から、現在の高齢者等の移

動を取り巻く状況について示す。 

 SDGsの目標11.2において「2030年までに、脆弱な立場にある人々、女性、子ども、障害

者、および高齢者（以下「高齢者等」と言う。）のニーズに特に配慮し、公共交通機関の

拡大などを通じた交通の安全性改善により、すべての人々に、安全かつ安価で容易に利

用できる、持続可能な輸送システムへのアクセスを提供する」とあるが、現状では目標

を満たした状況となっているとは言い難い。 

 

１-１ 高齢者等の状況 
 

 マイカーを利用している場合に、高齢者は事故のリスクを伴うが、移動が不便になるこ

とを考えるとマイカーを手放せない。 

 マイカーが利用できない高齢者等は、都市部など利便性の高い地域でなければ移動手段

の確保が困難であり、バスは停留所までの移動が困難で便数も少なく、タクシーは料金

が高いので頻繁には利用しづらい。 

 女性の社会進出などのライフスタイルの変化により、これまで家族が送迎を担っていた

状況に変化がみられる。 

 移動手段を確保しづらい状況は、高齢者の閉じこもりの原因となり、心身の健康状態を

悪化させる。 

 

１-２ 交通事業者等の状況 
 

 バス・タクシーは輸送人員が減少傾向にあり、ドライバー不足が深刻化している。 

 バスは事業性の確保が難しく、自治体等からの補填で維持している場合が多い。タクシ

ーは撤退する事業者も増加。これからのことから、従来の人口増加・経済成長期に構築

されたビジネスモデルからの転換が必要となっている。 

 

１-３ 自治体の状況 
 

 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（以下「活性化再生法」と言う。）の改定に

伴い、地域公共交通計画の策定が努力義務化され、その他、地域の関係者との連携・協

働に関する各種制度の創設・拡充が図られていることから、自治体の計画・運営・運行

の役割を担う必要性が高まっている。 

 一方で、公共交通に関する財源や人材が不足し、制度・仕組みの活用状況に差が出てき

ている。 
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２ 移動を取り巻く今後の変化 
 現在の高齢者等の移動を取り巻く状況も踏まえ、「人口・高齢者像」、「まち」、「環境」、

「技術」の視点から、2050年を見据えた移動を取り巻く今後の変化について示す。 

 高齢者が増加する中で、その考え方や価値観は、サービス利用や経験・体験を重視する

など、変化すると想定される。 

 マイカーを利用できない高齢者等の生活が不便・困難になる状況や、マイカー自体を所

有できない状況が発生する可能性がある。 

 技術の進展によって生活のインフラ及びサービスの効率性・利便性は向上されると考え

られるものの、それでは高齢者等の移動手段確保に関する根本的な解決は難しいと想定

される。 

 

２-１ 人口・高齢者像 
 

 2050年に人口は約1億人に減少するとされ、高齢者人口のピークは2040年に迎える見込

みである。 

 2050年の高齢者等は、必ずしも所有にこだわらず、ICTリテラシーは共通してあり、経験

や体験を求めるなどの傾向にあると想定される。 

 

２-２ まち 
 

 人口減少・少子高齢化に伴い、地域によっては施設やサービスの撤退が進み、公共交通

の維持も困難になってくるため、生活に係るインフラやサービスの効率性や採算性がさ

らに確保しづらくなり、マイカーを利用できない高齢者等は生活が不便・困難になる可

能性がある。 

 

２-３ 環境 
 

 温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、「カーボンニュートラル（脱炭素社会の

実現）」が求められる中で、電動車あるいは脱炭素燃料に転換する場合にマイカーの維

持費が上昇し、所有が困難になる可能性がある。 

 

２-４ 技術 
 

 ICT技術の進展によって、生活のインフラやサービスの効率性・利便性の向上が進む。 

 自動運転技術は、幹線などでのサービスカーとしての普及が進む一方で、個人の所有に

は技術面・金額面で課題が残る。 
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３ 2050 年の時代に即した移動手段のあるべき姿 
 

 現在の高齢者等の移動を取り巻く状況と、2050年を見据えた移動を取り巻く今後の変化

を踏まえて設定した、2050年の時代に即した移動手段のあるべき姿を示す。 

 

３-１ 前提となる社会の想定 
 

 2050年の時代に即した移動手段のあるべき姿を検討するにあたり、その前提となる2050

年に実現される社会について、想定のひとつを整理した。 

 2050年に向けて「コンパクト＋ネットワーク」、「地域共生社会・地域包括ケアシステム」、

「Society5.0」、「デジタル田園都市構想」の実現に向けた取組が進む中で、地域の拠点

形成とネットワーク化が進み、交流・コミュニティの場など人々が出かけたくなる先が

創出されるとともに、必要な情報・サービスを遠地からでも調達可能な社会となってい

くことが想定される。 

 このような社会において、高齢者等は、ICTを活用しながら、高齢期に課題が生じやすい

生活行為（社会参加・買物・通院等）、必要となる支援等は、フィジカル空間（現実空間）

とサイバー空間（仮想空間）を使い分けて調達できている可能性がある。 

 

 

 

 

 

  

2050年の社会の想定

移動手段のあるべき姿の前提

持続可能な開発目標・SDGs 目標11.2

2030年までに、脆弱な立場にある人々、女性、子ども、障害者、および高齢者のニーズに特に配慮し、

公共交通機関の拡大などを通じた交通の安全性改善により、すべての人々に、安全かつ安価で容易に

利用できる、持続可能な輸送システムへのアクセスを提供する

実現できない場合は、衰退する地域が増え、移動を含めて生活に困る・不便を感じる人々が増加する可能性あり

コンパクト＋ネットワーク 地域包括ケア・地域共生社会 デジタル田園都市国家構想

SDGs（持続可能な開発目標）

2050年に向けた取組の方向性

2050年に実現される社会（想定のひとつ）

例えば…

・地域の拠点形成とネットワーク化（コンパクト＋ネットワーク）が進行

・各種交流を図る場、コミュニティを醸成させる場など人々が出かけたくなる先が地域に存在

・ICT技術等の活用が進み、必要な情報やサービスを遠地からでも調達可能

・地域住民の生活に不可欠なサービスをデジタル技術の活用により維持・確保 など

Society5.0
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３-２ 移動手段のあるべき姿 
 

 前述のような社会を想定する中で、対象となる高齢者等は、個々人の「心身の状態」や

「所得」、「周辺環境」などによって、状況が異なり、「自分で移動する手段がない人・移

動できない人」と「車以外の移動手段が十分に無いため、自ら運転している人」、大きく

２つに区分する。すると、それぞれ、「自ら移動する術がない・使える移動手段がない」、

「自ら移動する術はあるが、不安やリスクを抱えている」という状況にあると考えられ、

その結果、生活に必要となる買い物や通院、人との交流が不足し、虚弱や要介護等の状

態悪化、また、運転する人については交通事故の発生などが懸念される。 

 このような状況の改善にあたり、移動する術がない人には、健康に日々の生活が送れる

ように、「地域内および目的先までの移動を保証するベーシックな移動手段」が必要と

なり、自ら運転する人には、事故を起こすリスクを避けられるように、マイカー運転の

自由度・利便性に近い移動手段により、マイカーからサービス利用に転換してもよいと

思えるようにしていくことが一つの方策として考えられる。 

 以上のことをまとめると、高齢者等の移動手段のあるべき姿は、「利用者の状態・状況・

ニーズに合わせて、移動が可能であること、運転しなくても生活の質を担保することが

できているもので、それを実現するモビリティサービスの確保によって、高齢者等は手

段を選択でき、公共交通のサービス利用者が増えることで、モビリティの持続性を確保

できるという状態」を目指すべきと考えられる。 

 

 

 

  

①自分で移動する手段がない人
・移動できない人

移動手段の現状

検討の視点

②車以外の移動手段が十分に
無いため、自ら運転している人

心身の状態で変化する可能性あり

生活に必要となる行為（買い物や通院）、
人との交流が不足する → フレイル・要介護等、状態の悪化・課題の顕在化

交通事故の発生
その結果生じていること

地域内および目的先までの移動を
保証するベーシックな移動手段

マイカー運転の自由度・利便性
に近い移動手段

高齢ドライバーの事故削減

自ら移動する術がない
使える移動手段がない

自ら移動する術がある
(運転に係る不安、事故リスク高)

利用者の状態・状況・ニーズに合わせて、
運転しなくても生活の質を担保するモビリティサービス（=新たな公共交通）

高齢者等の移動手段のあるべき姿

脆弱な立場にある人々、女性、子供、障害者および高齢者＝「高齢者等」

〇高齢者等は心身の状態や意向・費用負担によって移動する手段を選択できる

〇地域における公共交通の利用が増え、サービスとしての持続性を確保できる

心身の状態、所得、周辺環境など

誰も取り残さない
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３-３ 「マイカー運転の自由度・利便性に近い移動手段」への焦点化 

 

 前述の「車以外の移動手段が十分に無いため、自ら運転している人」に関して、免許保

有者数当たりの交通死亡事故を起こす件数を年齢層別に見ると、高齢者層の数字は極め

て高くなっており、この状況の改善は喫緊の課題である。 

 この背景として、高齢者の中には、日常生活上必要な移動が他の移動手段ではなし得な

いことから、やむを得ずマイカー運転を継続している場合も多く、その結果、高齢者が

交通事故を引き起こすリスクが高くなっている状況があるものと思われる。 

 
2021 年における原付以上運転者（第 1 当事者）の 
年齢層別免許保有者 10 万人当たり死亡事故件数 

 
出典：警察庁「道路の交通に関する統計」 

 

高齢者(65 歳以上)が年齢や身体的な支障の有無に関らず車の運転を続けようと思う理由 

 

出典：内閣府「平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果」 
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22.4%
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14.3%

6.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

買い物や通院など自分や家族の日常生活上、不可欠だから

車の運転操作には慣れているから

車の運転が好きだから

ふだん運転しなれた場所・区間であるから

バスや鉄道などの交通機関の整備が不十分だから

職業上必要だから

運転しやすい環境にあるから（道路の見通しが良い、交通量が少ないなど）

その他

（回答数：122）
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 高齢者のマイカー運転による事故を減少するためには、日常生活上必要な移動において

マイカーに替わる移動手段を確保し、当該手段への転換を図ることが望まれる。そのた

めには、そうした移動手段が「マイカー運転の有する自由度・利便性を一定程度満足す

る」手段である必要がある。 

 上記問題意識の下、本調査研究では「マイカー運転の自由度・利便性に近い移動手段」

に焦点化して検討した。 

 

 

 

 従来から我が国では、民間ビジネスベースでの公共交通サービスが発達し、地域交通の提

供は基本的に民間企業に委ねられ、地域によって、その実情に応じて公的サービスとも役

割を分担しつつ提供されてきた。しかし、地域交通を巡る状況は、担い手である民間企業

の赤字の拡大や運転手不足等、厳しい状況であったところ、コロナ禍により危機的な段階

となっている。このため、三大都市、大都市、地方都市、過疎地域等の地域の別に応じて変

わり得る、公と民の役割分担のあり方についての論点を含め、地域交通の担い手である交

通産業の事業構造の変革・基盤強化に関する検討が極めて重要となることから、運輸総合

研究所において、2022年度～2023年度において『地域交通産業の基盤強化・事業革

新に関する調査研究』を実施している。 

 一方、「マイカー運転の自由度・利便性に近い移動手段」については、三大都市、大都市、

地方都市、過疎地域等の地域の別に関わらず、どのエリアでも必要となってくるサービス

である。もちろん、地域の別に応じ、公か民か、という提供主体に違いは生じ得るが、提供

主体の違いに関わらず、サービスの利便性と運行効率を高める必要があることに変わりは

なく、本検討会は、その部分に着目した検討を行っている。 

 

  

日常生活上不可欠
のため選択

高齢者 マイカー運転

高齢者による
交通死亡事故

多発

改善が必要

マイカー運転の自由度・
利便性に近い移動手段

焦点化して検討

マイカーを運転しなくても
満足に移動できるような
代替手段（受け皿）
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４ 新たなモビリティサービスの実現に向けて 
 

 マイカー運転の自由度・利便性に近い移動手段の実現に向けて、基本的な考え方や効果、

地域特性ごとのサービスのあり方、実現に向けた施策等などを提案する。 

 

４-１ 「マイカー運転の自由度・利便性に近い移動手段」とは 

 

 本提言で提案する「マイカー運転の自由度・利便性に近い移動手段」は、どのような移

動手段なのか、その基本的な考え方とサービス形態を示す。 

 

（1） 基本的な考え方 

 

① マイカーに近い自由度・利便性を有する新たなモビリティサービス 

 

 マイカーを手放して自らの移動手段を確保する場合に、既存のバス・タクシーだけでは、

地域の交通環境の違いにより、移動の自由度・利便性において差が生じてしまう状況に

ある。 

 そのため、マイカー運転の自由度・利便性に近い移動手段とは、移動の自由度・利便性

を、マイカーに近づけることで、マイカー所有以外の移動の選択肢となり得る新たなモ

ビリティサービスの役割を担うものとする。なお、その形態は地形、人口密度、集落の

状況等、地域の状況に応じて、変わり得るものである。 

 実現にあたっては、AIシステムを用いたデマンドによる乗合運行、定額乗り放題制の料

金プランを採用することで、マイカーに近い自由度・利便性を確保することを想定する。 

 なお、免許返納が進むか否かは地域における既存の公共交通の利便性に左右されること

から、マイカー運転の自由度・利便性に近い移動手段（以下「新たなモビリティサービ

ス」という。）によってマイカー所有からサービス利用への転換が進むためには、相応の

サービスレベルを確保する必要があることに留意する必要がある。 

 

   

マイカー運転

バス・タクシー

移
動
の
自
由
度
・

利
便
性
に
差

マイカー運転の自由度・利便性に近い移動手段＝
マイカー所有以外の移動の選択肢となり得る新たなモビリティサービス
AIシステムを用いたデマンドによる乗合運行、定額乗り放題制の料金プラ
ンなどの採用を想定

「ドアtoドア」、「貸切」、「待ち時間がない」、「何時でも移動できる」、 「何度でも移
動できる」など自由度・利便性が高い

タクシーは、マイカーの自由度・利便性に近いが、運賃が高価なため頻繁な利用が困難
一方、既存のバス等の乗合交通は、マイカーに近い自由度・利便性を有していない

「ドアtoドア」を実現。また、「何時でも移動できる」、 「何度でも移動でき
る」が比較的可能。
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② サービス提供者の事業性（持続性）を高めることにつながる利用運賃の設定 

 

 移動手段を確保するために所有するマイカーも維持には相応のコストがかかっており、

さらに、今後のカーボンニュートラルに向けて、車の電動化や炭素フリー燃料の導入を

考えると、現状よりもかなり維持費が増加する可能性がある。 

 農林水産政策研究所の「食料供給プロジェクト【食料品アクセス】研究資料」によると、

自動車に依存しているとみられる高齢者（以下「自動車依存高齢人口」と言う。）は、

2015年時点の75歳以上で約300万人※1と推計されている。それらのマイカーの維持費が1

人・1年間60万円※2と仮定した場合、上記の自動車依存高齢者のマイカーの維持費の総額

は1.8兆円程度の規模と試算できる。高齢者の交通事故対策として、マイカーの所有か

らサービス利用への転換を促し、これらの何割かでも、サービス利用へ振り向けること

ができれば、サービス提供者が事業性（持続性）の向上が可能となる、新たな市場の創

出につながる可能性があると考えられる。 

 そのため、サービス利用料金については、マイカーの維持費の水準を意識した設定が重

要となる。一方、こうした費用負担に対する受容性を高めるためには、相応のサービス

レベルを確保するとともに、そうした費用負担がマイカー維持費用と比較して割安であ

ることの丁寧な説明等が重要となる。 

 

 

 

  

 
※1 農林水産政策研究所「食料供給プロジェクト【食料品アクセス】研究資料」 
※2 国土交通省九州地方整備局福岡国道事務所「福岡における「かしこいクルマの使い方を考える

プログラム」」に掲載のマイカーの維持費の年間経費は 664,000円であり、かつ、本調査研究で各

種統計情報や公開情報、民間調査結果をもとにマイカー維持費のパターンを算出した結果を踏まえ

て１人・１年間 60万円と仮定。 

マイカー運転
新たなモビリティ
サービス

75歳以上の
自動車依存高齢人口は

約300万人※1

マイカー所有からサービス利用への転換
マイカーの維持に必要な費用を振り向ける

新たな市場の創出
サービスの事業性（持続性）を高める
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【補足情報】マイカー維持費のパターン 

 各種統計情報や公開情報、民間調査結果を参考に設定 

年間走行距離 
地域差も想定されるが、個人に依存し、かつ費用の変動への影響は少ないため、民間調査結果を

もとに全国平均の6,000kmに設定 

ガソリン価格 
経済産業省資源エネルギー庁の給油所小売価格調査の令和5年2月13日時点の都道府県別レギュ

ラーガソリン価格を採用 

駐車場代 
総務省統計局小売物価統計調査年報 2021年の都道府県庁所在市及び人口15万以上の市別車庫借

料を採用 

 

パターン 項目 金額 備考 

福島県内 

駐車場代なし 

中古軽自動車購入の場

合 

ガソリン代 100,860 
年間走行距離6,000km 燃費10.0km/L レギュラーガソリン代
168.1円/L(福島県) 

駐車場代 0 戸建て住宅で駐車スペースがあるため不要 

車検代 25,000 1年換算分 

保険代 100,000 自賠責保険・任意保険（1年分） 

税金 14,100 12年以内の自動車の自動車重量税（1年分）、自動車税（1年分） 

車購入代 100,000 50万円の軽自動車中古車の5年利用を想定 

年間維持費計 339,960   

月維持費 28,330   

埼玉県内 

駐車場代あり 

新車乗用車購入の場合 

ガソリン代 97,140 
年間走行距離6,000km 燃費10.0km/L レギュラーガソリン代
161.9円/L(埼玉県) 

駐車場代 182,496 駐車場代月15,208円（さいたま市） 

車検代 33,000 1年換算分 

保険代 100,000 自賠責保険・任意保険（1年分） 

税金 33,200 12年以内の自動車の自動車重量税（1年分）、自動車税（1年分） 

車購入代 150,000 150万円の乗用自動車新車の10年利用を想定 

年間維持費計 595,836   

月維持費 49,653   

東京都区部 

駐車場代あり 

新車乗用車購入の場合 

ガソリン代 101,100 
年間走行距離6,000km 燃費10.0km/L レギュラーガソリン代
168.5円/L(東京都) 

駐車場代 317,928 駐車場代月26,494円（東京都区部） 

車検代 33,000 1年換算分 

保険代 100,000 自賠責保険・任意保険（1年分） 

税金 48,300 12年以内の自動車の自動車重量税（1年分）、自動車税（1年分） 

車購入代 300,000 300万円の乗用自動車新車の10年利用を想定 

年間維持費計 900,328   

月維持費 75,027   
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③ 移動にかかるサービスレベルと費用負担の組合せの選択が可能 

 

 個々人によって、移動手段に求める自由度・利便性の程度は異なるため、利用者がサー

ビスレベルに応じて利用料金を負担することとし、サービスレベルと利用料金の組合せ

を選択できるようにするべきである。 

 例えば、サービスレベルについて、迂回、待ち時間の発生を利用者に許容してもらう場

合や1週間の利用回数の上限が設定されている場合には安価な料金プランとし、一方、

待ち時間が生じない場合や1週間の利用回数に上限が設定されていない場合には高めの

料金プランとするなど、サービスレベルの違いに応じた利用料金の組み合わせについて

バリエーションを持たせたものとする。 

 なお、マイカー利用者の中には、ライフラインとして、また、農業等に従事しているな

どにより、マイカーの代替となる移動手段があったとしても最低1台はマイカーが必要

となる人がいることを、料金プラン設定にあたって留意する必要がある。 

 また、65歳になると急に事故のリスクが上がるわけではなく、年齢が上がるにつれて事

故リスクが高まっていくことから、マイカーの利用回数を徐々に減らしたり、トリップ

長を短くしたりしていくことに合わせてサービスを利用する、というニーズが考えられ

るが、そうしたニーズを満たすためにはマイカーを所有する費用に加え新たに利用料金

がかかることになるため、これについても料金プラン設定にあたって留意する必要があ

る。 

 

 

 

  

新たなモビリティサービス

サービスレベル
• 範囲（距離）
• 頻度
• 迂回、待ち時間

料金プラン1

料金プラン2

・・・

サービスレベル
に応じて設定

高齢者
(利用者)

サービスレベルと
利用料金の組み合わせ

を選択
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④ 幹線交通との連携によって相乗効果を創出 

 

 新たなモビリティサービスは、日常の生活圏における店舗や施設等への移動のための移

動手段、また、遠方まで移動するための鉄道・路線バス等の幹線交通に接続するための

移動手段とし、鉄道・路線バス等の幹線交通との役割分担を図ることにより、相乗効果

が図られ得る。 

 

 

 

 

  

バス

鉄道

バス

病院

駅

店舗
店舗

施設

新たなモビリティサービス
＝日常生活における最も身近な移動手段

幹線交通

幹線交通
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（2） サービス形態等 

① サービス形態 

 

 サービスを設計するにあたっては、マイカーがもつ「ドアtoドア」、「何時でも移動でき

る」、「何度でも移動できる」などの自由度・利便性に近づけていくことが望まれる。 

 このことを踏まえて考えられるサービス形態は、以下のとおり。 

 

運行方式 

 乗合型デマンドサービスとする。 

 地域の交通環境に応じて「ドアtoドア型」、「ミーティングポイント型」

等ルート設定方式は変わり得る。そのため、運行方式を設定する際には

それぞれの特性を踏まえ、対象区域において、より適した方式（※）を

選択する。 

 また、運行時刻についても、あらかじめ運行時刻が定まった「定時」運

行、一定程度前もった予約により運行時刻が定まる「事前予約」による

運行、利用したいタイミングで予約を行う「即時予約」による運行とい

った違いがある。そのため、上記同様、それぞれの特性を踏まえ、対象

区域において、より適した方式を選択する。 

方式 概要 

ドアtoドア型 運行ルートや所定の乗降場所は設けず、指定エリア内で予約のあった

ところを巡回するドアtoドアのサービスを提供する方式。 

ミーティング

ポイント型 

運行ルートを定めず、予約に応じ所定の乗降場所の間を最短経路で結

ぶ方式。 

定路線型 路線バスやコミュニティバスのように、所定の乗降場所で乗降を行う

が、予約があった場合のみ運行し、予約がなければ運行しない方式。 

※ 住居が集まる集落か個々の住居が離れている集落かの違い、起伏の激しさな

ど、対象区域の状況に応じて、適した方式は異なると考えられる。  

運行時間 

 移動需要を踏まえて運行時間を設定する。 

 繁忙時間帯も利用できるサービスの場合には、サービス利用料金を高く

設定した料金プランとすることもあり。 

運行区域 

 サービスの運行区域は高齢者等の「日常の生活圏」が基本となる。 

 他の利用者と比べ、買い物や通院等、各種目的のためにより遠隔地に移

動するニーズがある利用者を対象として運行区域や運行区間を設定し、

料金プランに反映する方法もあり。 

車両 
 車両サイズは、乗合によって一度に運行し得る人数を勘案して選定。 

 利用件数に応じて運行車両台数を調整。 
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料金プラ

ン 

 マイカーが持つ、「何度でも移動できる」というメリットを踏まえ、「定

額乗り放題」のプランとする。 

 運行時間、運行区域、利用頻度、迂回・待ち時間の有無等に応じて複数

のプランを設定する方法もあり。 
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② サービス形態設定にあたり考慮すべき事項 

 

 サービス形態の詳細については、対象とするエリアの地形、目的地など、サービスを提

供する条件に関わる以下の事項をもとに設定することが望まれる。 

 

分類 項目 視点 

人口動態等 

人口 

高齢化率 

対象面積 

人口密度 等 

 サービスの潜在的な需要量を確認するための項目。 

 これらの項目は、サービス供給量、運行方式、車両等を検討

するにあたって必要と考えられる。 

他交通機関 

路線バス・タク

シーの有無 等 

 

 サービスの提供者や協力・連携先を確保できるかを確認す

るための項目。 

 サービスの提供者になり得る場合には、サービスの提供が

可能な運行形態を検討するための情報となる。 

 協力・連携先になり得る場合には、既存サービスとの差別化

や、車両の確保など補完関係を検討するための情報となる。 

 上記をもとに、移動手段の提供体制を踏まえた運行方式や

運行区域、車両の確保方法を設定することが考えられる。 

地形 
道路の形状・ 

勾配 等 

 サービスの運行経路や利用者の利用に特徴や制約があるの

かを確認するための項目。 

 幹線道路、農道、生活道路などの道路の形状とその勾配は運

行の効率や利用者の負担を検討するための情報になる。 

 上記をもとに、地理的条件を踏まえた運行方式や運行区域、

車両の確保方法を設定することが考えられる。 

目的地 
店舗・施設の 

立地状況 等 

 どのような場所に送迎するのかを確認するための項目。 

 利用者の乗車場所から店舗・施設までの運行・時間は運行の

効率等を検討するための情報になる。 

 上記をもとに、エリア内の位置関係を踏まえた運行方式や

運行区域、料金プランを設定することが考えられる。 
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③ サービス形態の設定の流れ 

 

 人口、高齢化率、道路の勾配、他の交通機関の有無、店舗・施設の立地状況等から対

象地域における潜在的な需要（利用者数、利用回数等）を想定する。 

 そして、想定した潜在的需要や対象面積、人口密度、道路の形状等からサービス形態・

供給量（利用料金、車両台数、営業時間等）を設定する。 

 さらに、設定したサービス形態で展開した場合の顕在的な需要（利用者数、利用回数

等）や供給サイドの運行効率（乗合率、実車率、運行回数等）、利用者満足に関わる指

標（マッチング率、待ち時間、迂回時間等）を把握し、事業性を確認の上、改めてサ

ービス形態・供給量を設定というPDCAを回していく。 

 

 

 

※サービス形態・供給量の設定にあたっては、乗合率や実車率、運行回数等、運行効率にかかる指

標を高める必要があることに留意 

 

  

サービス形態・供給量
のチェック

サービスに対する潜在
的な需要の想定

人口、高齢化率、道路の
勾配、他の交通機関の
有無、店舗・施設の立地
状況 etc.

対象面積、人口密度
道路の形状
etc.

サービス形態・供給量
（利用料金、台数、営業
時間）の設定 （※）

顕在的な需要（利用
者数、利用回数等）
の把握

事業性の確認

サービス
形態の妥
当性判断
（PDCA）供給サイドの運行効

率（乗合率、実車率、
運行回数等）の把握

サービス形態設定
にあたり考慮すべき事項

利用者満足にかか
わる指標（マッチン
グ率、待ち時間、迂
回時間等）の把握
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④ 設定したサービス形態の妥当性判断のための指標 

 

 具体的にサービスの費用構造や事業性を検討するにあたっては、例えば、下表に示すよ

うな、利用側と供給側の双方から関連する指標の数値を把握することが重要となる。 

  

分類 指標（例） 内容 

利用側 

利用者数  需要量、供給量、収益に影響する数値。 

利用頻度 
 利用者数とあわせてどの程度の供給量が必要になるのかに影

響する数値。 

利用料金  需要量、収益に影響する数値。 

供給側 

ドライバー数 

・車両台数 

 供給量に応じて設定され、サービスレベルや費用に影響する

数値。 

営業時間  サービスレベルや費用に影響する数値。 

乗合率 
 運行１回あたりの平均利用者数を示すが、費用・収益に影響

する数値。 

実車率 
 サービス提供時間のうち、利用者が乗車している時間の割合

を示すが、費用・収益に影響する数値。 

運行回数 
 1日または1ヶ月あたりの運行回数を示すが、供給量や費用・

収益に影響する数値。 

マッチング率 
 利用者の予約とサービス提供がマッチングする割合を示す

が、サービスレベルに影響する数値。 

待ち時間 

 サービスを予約してから乗車するまでに必要な時間のこと。 

 待ち時間が短いほど、サービスの満足度は向上するなど、サ

ービスレベルに影響する数値。 

迂回時間 

 利用者が乗車してから目的地まで移動する際の、最短時間と

実際に要する時間との差のこと。 

 迂回時間が長いほど、乗合率や実車率、マッチング率は高ま

る一方で、乗車から目的地までの移動に要する時間が長くな

り、利用者の満足度が低下するなど、サービスレベルに影響

する数値。 
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４-２ 新たなモビリティサービスにより実現する世界 

 

 新たなモビリティサービスにより、高齢者等は事故の不安のない安心・自由な移動を確

保して、通院、買い物、余暇・交流等の日常的な外出が可能になる。 

 そのことで、暮らしの質（QOL）の向上や健康の維持を図ることが可能になる。 

 

 新たなモビリティサービスが普及すれば、提供する交通事業者にとっては、新たなビジ

ネス(市場)として収益を向上させ、また、ドライバー等、従業員に対する給与等の待遇

を改善できる。 

 自治体においては、移動手段確保や医療に関する財政負担の軽減、住民の外出先である

地域の賑わい創出・活性化、住民の自治体への満足度の向上、CO2排出量削減によるカー

ボンニュートラル実現への寄与など、地域の魅力向上につながることが期待できる。 

 

  

サービス利用
への転換

新たなモビリティサービス

不安な状態
での移動

日常的な
外出の実現

マイカー運転・送迎

事故の不安

家族送迎は気
を使う

移動したいとき
にすぐ予約

自由な乗車・降車

余暇・交流

通院

買い物

最低限の移動
が不安

免許返納

自治体

・移動手段確保や医療に関する財政負担の軽減

サービス利用

新たなモビリティ
サービス

高齢者
(利用者)

・安心して自由に移動できる
手段の確保

事業者

・新たなビジネス(市場)創出
による収益の確保

・健康の維持
・従業員に対する
適正な給与の実現サービス提供

・暮らしの質（QOL）の向上

・住民の自治体への満足度の向上

・外出先である地域の賑わい創出・活性化

・CO2排出量削減によるカーボンニュートラル実現への寄与

地域の魅力向上
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４-３ 事例調査 

 

 新たなモビリティサービスを検討するにあたり、参考となる取組は各地で進んできている。その

事例として、西日本鉄道㈱・ネクストモビリティ㈱による「のるーと」、郡山観光交通㈱による

「ヤマグチくん」、久米南町による「カッピーのりあい号」を調査した。 

 

事例 A 西日本鉄道㈱・ネクストモビリティ㈱ 「のるーと」 

 

ア 概要 

 西日本鉄道㈱が住宅団地を含む住宅地である壱岐南地区で、ネクストモビリティ㈱が

提供するAI活用型オンデマンドバス「のるーと」を運行。 

 ミーティングポイント型で10人乗りハイエース1台（定員8人）で運行。1日1台70件程

度の送迎実績あり。 

 循環ミニバスを運行していたが、1時間に1本の頻度で、乗車時間も長いことから、運

行の効率化を図るためにAI活用型オンデマンドバスの運行に転換した。 

 

イ 運行エリア 

 壱岐南地区は、福岡市西区の住宅団地を含む住宅地。（約70棟・2,000戸の公営団地も

エリアに隣接）面積は約3k㎡。人口1万人。エリア内には1日平均乗車人員約3,000人の

駅が立地。また、商店街やスーパー、ディスカウントストア、コンビニ、総合病院、

内科、整形外科などが立地している。 

 

 人口（2019年）※3 10,451人 

 面積（k㎡)  約3k㎡ 

 人口密度（人/k㎡） 約3,000人/k㎡ 

 高齢化率（2019年）※3 36.5％ 

 

 
※3 壱岐南校区の数値 
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引用：Googleマップ 

【運行エリア(ミーティングポイント)】 

 

出典：のるーとHP  

3km

2.5km 2km

3km
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ウ 運行形態 

運営主体 西日本鉄道㈱ 運行主体 西日本鉄道㈱ 

運行時間 8時30分～18時30分 車両 ハイエース1台10人乗り（定員8人） 

運行形態 ミーティングポイント型 予約方法 リアルタイム予約・事前予約 

運賃 大人300円、6歳以上12歳未満・障がい者150円、1歳以上6歳未満無料 

 

エ  利用・運行状況 

 利用実績のある登録者数は約650人。 ※2022年4月時点 

 年齢層は、65歳以上が7割で通院・買い物を目的に利用している。3割は車を運転しな

い主婦層が中心となっている。 

 利用件数は平日が平均50件、土曜日が平均30件、祝日が平均20件（目標1日70件程度）。 

 午前中に利用件数が多く、常時稼働している状態にある。 

 通院の終わりに買い物をする3点移動が多い。 

 午後は通院などの利用が減る、また土日は病院が診療していないため余力がある。 

 週1～2回程度の利用が多い。 

 

オ 事例のポイント 

 AIによる予約・配車システムを活用することで1日1台70件など高い輸送力で運行する

ことが可能。 

 「のるーと」を2台運行している他エリアでは1日1台あたり100件の想定実績もあり、

台数が増えれば予約のマッチング・送迎の効率性が上がる場合もある。 

 壱岐南地区では、運賃収入のみでの収支比率約30％を達成しており、さらに、エリア

内の店舗・会社等からの協賛金を得ることで収支をバランスしている。 

 

  

送迎の様子 車内の様子 

出典：西鉄オンラインマガジン「N× エヌカケル」 
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事例 B 郡山観光交通㈱ 「ヤマグチくん」 

 

ア 概要 

 郡山市の住宅地である安積地区を中心に、デマンド型乗合サービス「ヤマグチくん」

を提供している。定額乗り放題プランと回数券での利用が可能であり、お出かけを目

的とした旅行サービスとして実施している。サービス対象は安積地区の住民限定。安

積地区内を月1万円(税込)で、郡山市内を月3万3千円(税込)で乗り放題可能。 

 タクシー事業等を展開する中で、高齢者等の日々の外出手段を提供し、新たな需要の

発掘や、ドライバー等の職業の安定化・魅力向上（定額サービスによる固定給に近い

給与体系での雇用、利用者と行き先がわかる安心感など）を図ることを目的に既存の

事業とは異なる新たな事業として開始。2018年よりサービスの社会実験を開始。 

 

イ 運行エリア 

 運行エリアは、郡山市近郊の「安積地区」と「郡山市内」。安積地区の面積は約20k㎡、

人口約3.5万人。郡山市内の可住地面積は約330k㎡、人口約30万人。 

 安積地区には1日平均乗車人員約2,000人の駅が立地し、周辺に商店街あり。また、複

数のスーパーや病院、温泉施設が立地している。 

 

運行エリア① 安積地区（福島県郡山市） 

 人口（2023年1月1日時点） 33,261人 

 面積 17.43k㎡ 

 人口密度 1,908.3人/k㎡ 

 高齢化率（2023年1月1日時点） 26.7％ 

 

Copyright© 2022郡山観光交通 ※一部事務局にて追記 

安積永盛駅
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運行エリア② 郡山市（福島県郡山市） 

 人口（2023年1月1日時点） 317,486人 

 面積 757.20k㎡ 

 人口密度 419.3人/k㎡ 

 可住地面積※4 334.14 k㎡ 

 可住地面積あたり人口密度 950.2人/k㎡ 

 高齢化率（2023年1月1日時点） 27.5％ 

 

 

Copyright© 2022郡山観光交通 

  

 
※4 都市構造可視化計画 HP掲載の数値を参照。 
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ウ 運行形態 

運営主体 郡山観光交通㈱ 運行主体 郡山観光交通㈱ 

運行時間 10時00分～17時00分 車両 乗用車1台（状況に応じて2～3台で対応） 

運行形態 ドアtoドア型 予約方法 電話・事前予約 

運賃 

乗り放題プラン プランA（運行エリア①乗り放題）：月1万円、プランB（運行

エリア②乗り放題）：月3万円 

回数券（運行エリア②※内の移動を１枚で利用可能） 4枚5,500円、10枚11,000

円、22枚22,000円など 

※一部地域を除く 

エ  利用・運行状況 

 乗り放題プランAは、2021年3月の1か月間で、月間利用者20人、1日当たり利用件数約

10件、1人当たり利用件数約20件。 

 乗り放題プランBは、2021年3月の1か月間で、月間利用者2人、1日当たり利用件数約3

件、1人当たり利用件数約40件。 

 回数券は、2021年3月の1か月間で、月間利用者15人、利用枚数約120枚、一人当たり利

用回数約10回。 

 通院や生活必需品の買い物、温泉などの利用が多い。 

 プランAの移動距離は1.5km以内が約4割、0.5km以内も約1割。移動時間は平均約6分。 

 乗合は月に20～30件程度で同乗が多い。 

オ 事例のポイント 

 定額型の乗り放題プランでのドアtoドア型の乗合サービスを、既存のタクシー事業と

異なる新たなサービスとして展開している。 

 月に40回使用している利用者もおり、利便性が高ければ月3万などの料金設定でのサ

ービス展開もでき、短距離・短時間の移動など新たな需要の発掘につなげられる。 

 高齢者の免許返納の実績が出始めており、サービス利用をきっかけとした免許返納が

既に10件以上出ている。 

 「月間の定額利用料金を月間利用回数で割り戻した実質の1回あたりの利用金額」は

「タクシーメーター料金」の約55%程度となっている。 

  
「ヤマグチくん」のチラシ 送迎の様子 

出典：郡山観光交通（株）提供資料      出典：事務局（運輸総研）撮影（R5.5） 
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事例 C 久米南町 「カッピーのりあい号」 

 

ア 概要 

 久米南町が、㈱未来シェアのAIによる予約・配車システム「SAVS」で、デマンド交通

「カッピーのりあい号」を運行している。久米南町内では時間や乗降場所が自由であ

り、サービス対象者の条件はなし。 

 デマンド運行開始当初は運行エリアを5つのゾーンに区分し、時刻表を設定した運行

であったが、2020年1月に㈱未来シェアのAIによる予約・配車システム「SAVS」を導入

して、時刻表と予約締切時刻のない方式の運行へ変更。 

 また、2020年6月からこの仕組みを活用した貨客混載事業を開始。 

 

イ 運行エリア 

 過疎地域。平地が少なく、大半が丘陵地。住宅は点在して立地。鉄道駅が3駅あり。 

 

 人口（2020年10月1日時点） 4,710人 

 面積 78.65k㎡ 

 人口密度 59.9人/k㎡ 

 可住地面積※5 26.15k㎡ 

 可住地面積あたり人口密度 180.1人/k㎡ 

 高齢化率（2020年10月1日時点） 45.1％ 

 

引用：Googleマップ  

 
※5 都市構造可視化計画 HP掲載の数値を参照。 

10km

10km
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ウ 運行形態 

運営主体 久米南町 運行主体 ㈱エスアールティー 

運行時間 

平日：7時30分～18時30分 

土日祝日：8時00分～17時00分 車両 

乗客定員4人乗り3台、乗客定員5人

乗り2台 
※車両が足りない場合には連携するタクシー

事業者が配車 

運行形態 
ドアtoドア型 

予約方法 
スマートフォンまたは電話で予約 

（乗車日前日から直前まで可） 

運賃 
大人300円、小学生及び生活保護受給者、該当の各種障害手帳等を所持者は半

額、小学生未満は無料 

 

【店舗商品宅配サービス・個人宅間宅配サービス】 

【店舗商品宅配サービス】 

 電話で商品を注文すると指定された時刻・場所に配達するサービス 

【個人宅間宅配サービス】 

 個人宅間の荷物を指定された時刻・場所に配達するサービス 

 

運営主体 久米南町 運行主体 ㈱エスアールティー 

運行時間 
平日：7時30分～18時30分 

土日祝日：8時00分～17時00分 
注文方法 

電話で予約 

運賃 

1ケース300円 

縦30cm×横40cm×高さ30cm：クーラーボックス型（5kg以内で保冷の必要なもの） 

縦33cm×横49cm×高さ30cm：コンテナ型（10kg以内） 

 

エ 送迎の利用状況（2022年4月） 

 

利用件数 1,763件 利用者数 
（利用実績のあった利用者ID数） 

248人 

1日最大利用件数 108件 1人あたり平均利用件数 6.6件 

1日・1台あたり平均利用件数 15件 1日・1台あたり最大利用件数 30件 

 

オ 宅配の利用状況（2022年4月） 

 

宅配件数 59件 利用者数 
（利用実績のあった利用者ID数） 

27件 
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カ 事例のポイント 

 AIによる予約・配車システムを導入し、時刻表や予約締切時刻などの制約をなくすこ

とで、人口密度の低い地域でも運行の効率性と利用者の利便性を向上し、利用件数を

増加させることができる。 

 なかには、月に30回以上使っている利用者もおり、日常生活の移動手段を担う可能性

あり。 

 また、宅配などの送迎以外のサービスを組み合わせた展開も可能。 

 利用者あたりのコストは、2022年は1,966円/件で、AIによる予約・配車システムを導

入する前の2019年の4,300円/件と比較して、45.7％まで低下。 

 

  

送迎の様子 宅配の様子 

出典：久米南町提供資料 
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４-４ 簡易シミュレーション 

 

 新たなモビリティサービスを展開することを検討するにあたり、事業性等の実現可能

性の検証と実現に向けた対策の検討に資するため、簡易的なシミュレーション（収支

計算）を実施した。 

 

（1） 仮定エリアの想定 

 

 簡易シミュレーションを実施するエリアとして、高齢化率等の増加により、移動手段

確保が課題になりやすいエリアである、住宅団地を含むような「都市近郊部の住宅

地」と「過疎地域」を仮定した。 

 都市近郊部の住宅地のケースとして「事例A（壱岐南地区）」、過疎地域のケースとして

「事例C(久米南町)」を想定した。 

 

住宅団地は全都道府県に約3,000団地 

 
出典：国土交通省住宅局 住宅団地の実態について 

 

過疎地域は国土の約6割市町村数の半数近くを占める 

 
出典：総務省地域力創造グループ過疎対策室令和2年度版過疎対策の現状  

47.7%

8.2%

59.9%

52.3%

91.8%

40.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市町村数

人口

面積

過疎 非過疎
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（2） 実施条件の設定 

 

 簡易シミュレーションの実施条件は以下のとおり設定した。 

 

【シミュレーションに関する留意事項】 

 本シミュレーションは、事例のエリアの情報を参考に、仮定の事業の環境や条件を設

定し、事業性等の検証等を実施しているが、面積や人口密度等、エリアの条件が変わ

ればこうした事業性等も変わってくる。 

 また、本シミュレーションでは、1日あたりの送迎可能件数をサービス供給量として設

定しているが、デマンド型のサービスは、システムによる需給のマッチング・待ち時

間の設定や運行する車両の台数次第で、送迎の効率が改善し得るため、本シミュレー

ションで設定した1日・1台あたりの送迎可能件数以上の件数に対応できる可能性もあ

る。 

 

【サービス利用者の設定】 

 本調査研究においては、車以外の移動手段が十分に無いため自ら運行している高齢

者のマイカー運転からサービス利用への転換を主眼としていることから、65歳以上

の高齢者の利用を想定して実施。 

 

【1日あたりの送迎可能件数の設定】 

 乗合率や迂回率は定義が様々であり、かつシミュレーターによるシミュレーション

結果や運行実績データをもとに算出するため、本簡易シミュレーションのパラメー

ターとしての採用が困難なことから、実際のサービス実績に基づいた数値を設定す

る方法を採用。 

 都市近郊部の住宅地のケースは事例Aを想定するため、事例Aにおいて実績のある1

日・1台あたり70件を送迎可能件数と設定。 

過疎地域のケースは事例Cを想定するため、事例Cにおいて実績のある1日・1台あた

り30件を送迎可能件数と設定。 

 

【ドライバーの運転時間の配慮】 

 ドライバーの運転は、頻繁な乗降車を繰り返す、デマンド型の運行による負担を加

味して1人2時間交代・2名体制で実施することを想定。 

 

【人件費の留意点】 

 収支のシミュレーションにおいて、ドライバーとオペレーターの人件費を事例の結

果等も踏まえながら設定しているが、人材の育成や管理に関わる費用は反映してい

ないため留意が必要。 
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（3） 簡易シミュレーションの実施フロー 

 

 簡易シミュレーションは以下の順に各数値の設定・算出を行い実施した。2050年まで

の簡易の人口推計を行い、経年的な人口・高齢化率の変化を踏まえたシナリオを設

定。それぞれの事例の運行実績を参考データとした上で、定額型の乗合サービス内容

のプラン、目標の達成時期・転換率、1日あたりの送迎可能件数の設定を行うなどによ

り、簡易的にシミュレーションを実施した。 

 2025年をサービス開始時点として、目標の転換率の達成時期を「2030年」、「2040年」、

「2050年」の3パターンとした。近年の65歳以上の免許返納率（自主返納）は3.0％程

度6であることから、2025年時点でのマイカー運転からサービス利用への転換率は3.0％

に設定した。そして、2025年から達成時期までの間、3.0％から目標の転換率に向けて

均等に上昇した上で、達成後は目標の転換率を維持すると仮定した。 

 

 
 

  

 

※6 免許を手放した割合には、本来、免許返納率に加えて免許を自然に失効した数も含ま

れるべきだが、データ制約のため、免許を自然に失効した数は含まれていないことに留

意。 

目標の転換率
（低位30％・中位50％・高位80％）
達成時期
（2030年・2040年・2050年）
でパターンを設定

支出の算出収入の算出

① 簡易シミュレーションを実施するエリアの仮定
•人口、面積、高齢化率、2050年までの人口推移

② サービスの対象となる高齢者数の算出
•車を運転する高齢者を想定

④ マイカー運転からの転換率の設定

⑥ サービス収入の算出

③ サービス内容の設定
•運行形態、運行時間、
運行範囲、車両、プラン

⑤ サービス利用者数の算出

⑦ サービス利用件数の算出

⑧ 必要車両台数の算出

⑨ サービス支出の算出

⑩ 収支差額の推移の算出

事例の実績をもとに、
都市部郊外のケース
1日1台あたり70件送迎
過疎地域のケース
1日1台あたり30件送迎
を想定して必要台数を算出
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（4） サービス内容 

 

 サービス内容は、事例の情報を参考に、以下のとおり設定した。マイカー利用の頻度

によってサービスの利用頻度も異なると考えられるため、2プランを設定した。 

項目 設定内容 設定理由 

運行形態 
ドアtoドア・乗合型のデマンドサー

ビス 

マイカーの利便性に近い形態を採用 

運行時間 8時30分～18時30時（10時間） 事例と同様に時間を設定 

運行範囲 
都市近郊部の住宅地のケースは3k

㎡、過疎地域のケースは80k㎡を想定 

日常生活圏域のための移動手段とし

て設定 

車両 

都市近郊部の住宅地のケースはハイ

エース（10人乗り）、過疎地域のケー

スはミニバン（4～5人乗り）を想定 

乗合による輸送量確保を想定して採

用 

プラン 

プラン1（回数制限あり） 

1週間あたり6回程度（週3日、1日2回

程度の利用、1か月24回分）を想定 

プラン2（A）（回数制限なし） 

1週間あたり10回程度（週5日、1日2回

程度の利用、1か月40回分）を想定 

※全利用者が1か月40回を超えない

と想定 

プラン2（B）（回数制限なし） 

1週間あたり20回程度（週5日、1日4回

程度の利用、1か月80回分）を想定 

※全利用者が1か月80回を超えない

と想定 

マイカー利用の状況に合ったサービ

スを設定するため、2種類のプランを

設定（なお、プラン2については、想

定する利用回数をAとBの2パターン

設定） 

 

 シミュレーションの実施にあたり各プラン2パターンの金額を設定した。 
 金額設定① 金額設定② 

プラン1 
10,000円 

※1回あたり417円程度 税抜き 

20,000円 

※1回あたり833円程度 税抜き 

プラン2 

20,000円 

※1回あたり500円程度 税抜き（A） 

※1回あたり250円程度 税抜き（B） 

35,000円 

※1回あたり875円程度 税抜き（A） 

※1回あたり438円程度 税抜き（B） 
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 支出の算出にあたっては、事例の情報を参考に、以下のとおり設定した。 

支出項目 設定内容 

ドライバー人件費 1台あたり600万円／年 

システム費 基本利用料100万円／年＋1台あたり150万円／年 

燃料費 1台あたり140万円／年 

車両費 1台あたり50万円／年 

オペレーター人件費 1～2名分の稼働として600万円／年 

整備費 1台あたり25万円／年 

その他備品 1台あたり20万円／年 
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（5） 簡易シミュレーション結果 

 

 簡易シミュレーションによって、サービス利用への転換を促すマイカーを運転する高齢

者数やサービスの金額を算出した上で、都市郊外部の住宅地のケースと過疎地域のケー

スでの収支を算出した。結果は以下のとおり。 

 新たなモビリティサービスを展開するにあたり、都市郊外部の住宅地では収支のバラン

スを取りながら黒字転換できる可能性があると考えられる。その一方で、過疎地域では

収支を黒字に転換させることは難しい可能性もあるが、現状よりも収支比率を向上して

いくことが可能と考えられる。 

 

〇サービス利用への転換を促すマイカーを運転する高齢者数の抽出 

• サービス利用への転換を促すマイカーを運転する高齢者数は、2025年から2050年に

かけて、都市郊外部の住宅地では約8％減（3,610⇒3,500人）である一方、過疎地

域では約50％減（1,890⇒1,050人）となる。 

  

都市郊外部の人口推移 過疎地域の人口推移 

※名古屋大学大学院環境学研究科附属持続的共発展教育研究センター提供の「小地域ごとの簡易人口

推計ツール」を用いて特定のエリアでの人口推計を実施。その上で、数値を加工。 

 

〇サービス内容の設定 

• ドアtoドア・乗合型のデマンドサービスとして、利用可能回数を月24回のプラン1

と月40回(A)または80回(B)のプラン2で、金額設定を2パターン設定した結果、金額

設定①（プラン1：10,000円、プラン2：20,000円）で250～500円/回程度、金額設定

② （プラン1：20,000円、プラン2：35,000円）で400～900円/回程度となる。 

 

  

9,500 
9,000 

8,500 
8,000 

7,500 
7,000 

3,610 3,600 3,570 3,600 3,600 3,500 

38.0% 40.0% 42.0%
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9,000
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①総人口 ②65歳以上人口 ③高齢化率

(人)
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3,700 

3,300 
2,900 

2,500 
2,100 

1,886 
1,721 1,568 

1,392 
1,225 

1,050 46.0%
46.5%

47.5%
48.0%

49.0%

50.0%

44.0%

45.0%

46.0%

47.0%

48.0%

49.0%

50.0%

51.0%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

①総数 ②65歳以上人口 ③高齢化率

(人)

金額設定②金額設定①設定内容

※1回あたり833円
程度 税抜

20,000円
※1回あたり417円
程度税抜

10,000円
1週間あたり6回程度 （週3日、1日2回程度
の利用、1か月24回分）を想定。

プラン１
（回数制限あり）

※1回あたり875円
程度 税抜

35,000円

※1回あたり500円
程度 税抜

20,000円

1週間あたり10回程度 （週5日、1日2回程度
の利用、1か月40回分）を想定
※全利用者が1か月40回を超えないと想定。

A
プラン２
（回数制限
なし） ※1回あたり438円

程度 税抜
※1回あたり250円
程度 税抜

1週間あたり20回程度 （週5日、1日4回程度
の利用、1か月80回分）を想定
※全利用者が1か月80回を超えないと想定。

B



35 

 

〇都市郊外部の住宅地のケースでの収支 

• 金額設定②（プラン1が20,000円、プラン2が35,000円）を採用したパターンは、ほ

とんどの場合で黒字転換しており、収支比率は100%以上に達している。 

• 金額設定①（プラン1が10,000円、プラン2が20,000円）を採用したパターンでは、

収支比率はすべて50%以上に達しており、月40回(A)プラン2で転換率が高位80％の

パターンでは収支比率が100％を超えている。 

 

 
※ 赤色の網掛けは100％以上 
 

2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

パターン1-A-ア ア.低位:30％ 36.3% 89.0% 87.1% 87.1% 86.2% 97.5%

パターン1-A-イ イ.中位:50％ 36.3% 102.2% 100.6% 100.4% 99.4% 95.8%

パターン1-A-ウ ウ.高位:80％ 36.3% 108.1% 106.2% 106.0% 105.1% 108.5%

パターン1-B-ア ア.低位:30％ 36.3% 64.4% 87.2% 87.1% 86.2% 97.5%

パターン1-B-イ イ.中位:50％ 36.3% 78.9% 100.0% 100.4% 99.4% 95.8%

パターン1-B-ウ ウ.高位:80％ 36.3% 99.6% 99.1% 106.0% 105.1% 108.5%

パターン1-C-ア ア.低位:30％ 36.3% 61.6% 72.6% 79.4% 83.4% 97.5%

パターン1-C-イ イ.中位:50％ 36.3% 66.6% 90.5% 90.8% 101.9% 95.8%

パターン1-C-ウ ウ.高位:80％ 36.3% 77.6% 98.2% 98.7% 106.4% 108.5%

パターン2-A-ア ア.低位:30％ 65.5% 160.4% 157.1% 157.1% 155.5% 175.8%

パターン2-A-イ イ.中位:50％ 65.5% 184.4% 181.4% 181.0% 179.2% 172.8%

パターン2-A-ウ ウ.高位:80％ 65.5% 194.9% 191.4% 191.1% 189.5% 195.6%

パターン2-B-ア ア.低位:30％ 65.5% 116.1% 157.1% 157.1% 155.5% 175.8%

パターン2-B-イ イ.中位:50％ 65.5% 142.2% 180.4% 181.0% 179.2% 172.8%

パターン2-B-ウ ウ.高位:80％ 65.5% 179.6% 178.6% 191.1% 189.5% 195.6%

パターン2-C-ア ア.低位:30％ 65.5% 111.0% 130.8% 143.1% 150.4% 175.8%

パターン2-C-イ イ.中位:50％ 65.5% 120.2% 163.2% 163.7% 183.8% 172.8%

パターン2-C-ウ ウ.高位:80％ 65.5% 139.9% 177.1% 178.0% 191.9% 195.6%

パターン3-A-ア ア.低位:30％ 36.3% 55.7% 60.2% 60.2% 59.6% 57.3%

パターン3-A-イ イ.中位:50％ 36.3% 59.4% 62.2% 62.0% 61.4% 59.2%

パターン3-A-ウ ウ.高位:80％ 36.3% 61.8% 63.2% 63.1% 62.6% 62.7%

パターン3-B-ア ア.低位:30％ 36.3% 50.7% 53.2% 60.2% 59.6% 57.3%

パターン3-B-イ イ.中位:50％ 36.3% 55.4% 57.3% 62.0% 61.4% 59.2%

パターン3-B-ウ ウ.高位:80％ 36.3% 58.6% 59.9% 63.1% 62.6% 62.7%

パターン3-C-ア ア.低位:30％ 36.3% 45.0% 47.1% 55.7% 54.7% 57.3%

パターン3-C-イ イ.中位:50％ 36.3% 52.5% 55.3% 56.9% 57.3% 59.2%

パターン3-C-ウ ウ.高位:80％ 36.3% 54.5% 56.3% 61.0% 60.2% 62.7%

パターン4-A-ア ア.低位:30％ 65.5% 100.5% 108.6% 108.6% 107.5% 103.4%

パターン4-A-イ イ.中位:50％ 65.5% 107.1% 112.1% 111.9% 110.7% 106.8%

パターン4-A-ウ ウ.高位:80％ 65.5% 111.5% 114.0% 113.8% 112.8% 113.1%

パターン4-B-ア ア.低位:30％ 65.5% 91.4% 96.0% 108.6% 107.5% 103.4%

パターン4-B-イ イ.中位:50％ 65.5% 99.8% 103.4% 111.9% 110.7% 106.8%

パターン4-B-ウ ウ.高位:80％ 65.5% 105.6% 108.0% 113.8% 112.8% 113.1%

パターン4-C-ア ア.低位:30％ 65.5% 81.1% 85.0% 100.5% 98.6% 103.4%

パターン4-C-イ イ.中位:50％ 65.5% 94.7% 99.7% 102.5% 103.3% 106.8%

パターン4-C-ウ ウ.高位:80％ 65.5% 98.2% 101.5% 110.0% 108.5% 113.1%

1. 金額設定①

プラン1

10,000円

プラン2(B)

20,000円

A. 2030年

B. 2040年

C. 2050年

2.金額設定②

プラン1

20,000円

プラン2(B)

35,000円

A. 2030年 

B. 2040年

C. 2050年

2.金額設定②

プラン1

20,000円

プラン2(A)

35,000円

A. 2030年 

B. 2040年

C. 2050年

収支比率（％）

プランの

金額設定

設定する転換

率の達成時期

マイカー運転

からの転換率

1. 金額設定①

プラン1

10,000円

プラン2(A)

20,000円

A. 2030年

B. 2040年

C. 2050年
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〇過疎地域のケースでの収支 

• すべてのパターンで、収支差額の累計は赤字になった。 

• その一方で、金額設定② （プラン1が20,000円、プラン2が35,000円）を採用した

パターンでは、月40回(A)プラン2ですべて収支比率50%超（転換率が高いと70～

80％）、月80回(B)のプラン2でもほとんどの場合で収支比率40%超となっている。 

 

 
※ 緑色の網掛けは40％以上、オレンジ色の網掛けは50％以上 

 

2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

パターン1-A-ア ア.低位:30％ 17.8% 40.7% 42.9% 37.8% 39.3% 32.8%

パターン1-A-イ イ.中位:50％ 17.8% 42.4% 42.0% 41.1% 40.1% 38.7%

パターン1-A-ウ ウ.高位:80％ 17.8% 46.4% 44.6% 45.0% 42.5% 42.7%

パターン1-B-ア ア.低位:30％ 17.8% 29.2% 36.7% 37.8% 39.3% 32.8%

パターン1-B-イ イ.中位:50％ 17.8% 36.2% 41.9% 41.1% 40.1% 38.7%

パターン1-B-ウ ウ.高位:80％ 17.8% 39.2% 41.5% 45.0% 42.5% 42.7%

パターン1-C-ア ア.低位:30％ 17.8% 28.3% 30.9% 36.8% 32.3% 32.8%

パターン1-C-イ イ.中位:50％ 17.8% 30.9% 38.0% 39.0% 37.8% 38.7%

パターン1-C-ウ ウ.高位:80％ 17.8% 35.4% 41.0% 40.4% 41.4% 42.7%

パターン2-A-ア ア.低位:30％ 32.0% 73.3% 77.3% 68.1% 70.9% 59.2%

パターン2-A-イ イ.中位:50％ 32.0% 76.5% 75.8% 74.1% 72.4% 69.7%

パターン2-A-ウ ウ.高位:80％ 32.0% 83.7% 80.3% 81.2% 76.7% 76.9%

パターン2-B-ア ア.低位:30％ 32.0% 52.7% 66.2% 68.1% 70.9% 59.2%

パターン2-B-イ イ.中位:50％ 32.0% 65.3% 75.6% 74.1% 72.4% 69.7%

パターン2-B-ウ ウ.高位:80％ 32.0% 70.7% 74.8% 81.2% 76.7% 76.9%

パターン2-C-ア ア.低位:30％ 32.0% 51.0% 55.6% 66.3% 58.3% 59.2%

パターン2-C-イ イ.中位:50％ 32.0% 55.6% 68.5% 70.4% 68.1% 69.7%

パターン2-C-ウ ウ.高位:80％ 32.0% 63.9% 74.0% 72.9% 74.6% 76.9%

パターン3-A-ア ア.低位:30％ 11.2% 25.5% 25.2% 24.8% 24.0% 23.1%

パターン3-A-イ イ.中位:50％ 11.2% 25.7% 26.0% 26.1% 24.3% 24.2%

パターン3-A-ウ ウ.高位:80％ 11.2% 26.3% 26.5% 26.4% 26.6% 26.4%

パターン3-B-ア ア.低位:30％ 11.2% 23.0% 22.4% 24.8% 24.0% 23.1%

パターン3-B-イ イ.中位:50％ 11.2% 22.1% 24.0% 26.1% 24.3% 24.2%

パターン3-B-ウ ウ.高位:80％ 11.2% 24.6% 26.6% 26.4% 26.6% 26.4%

パターン3-C-ア ア.低位:30％ 11.2% 20.7% 20.1% 23.9% 22.7% 23.1%

パターン3-C-イ イ.中位:50％ 11.2% 20.1% 23.2% 25.6% 23.7% 24.2%

パターン3-C-ウ ウ.高位:80％ 11.2% 24.9% 25.7% 25.7% 25.6% 26.4%

パターン4-A-ア ア.低位:30％ 20.2% 46.0% 45.5% 44.6% 43.3% 41.6%

パターン4-A-イ イ.中位:50％ 20.2% 46.3% 46.8% 47.1% 43.9% 43.7%

パターン4-A-ウ ウ.高位:80％ 20.2% 47.5% 47.8% 47.6% 48.0% 47.5%

パターン4-B-ア ア.低位:30％ 20.2% 41.5% 40.4% 44.6% 43.3% 41.6%

パターン4-B-イ イ.中位:50％ 20.2% 39.9% 43.3% 47.1% 43.9% 43.7%

パターン4-B-ウ ウ.高位:80％ 20.2% 44.3% 48.0% 47.6% 48.0% 47.5%

パターン4-C-ア ア.低位:30％ 20.2% 37.3% 36.2% 43.1% 40.9% 41.6%

パターン4-C-イ イ.中位:50％ 20.2% 36.2% 41.9% 46.2% 42.7% 43.7%

パターン4-C-ウ ウ.高位:80％ 20.2% 44.8% 46.4% 46.3% 46.1% 47.5%

1. 金額設定①

プラン1

10,000円

プラン2(B)

20,000円

A. 2030年

B. 2040年

C. 2050年

2.金額設定②

プラン1

20,000円

プラン2(B)

35,000円

A. 2030年 

B. 2040年

C. 2050年

プランの

金額設定

設定する転換

率の達成時期

マイカー運転

からの転換率

収支比率(％)

1. 金額設定①

プラン1

10,000円

プラン2(A)

20,000円

A. 2030年

B. 2040年

C. 2050年

2.金額設定②

プラン1

20,000円

プラン2(A)

35,000円

A. 2030年 

B. 2040年

C. 2050年
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（6） 考察 

 

 簡易シミュレーション結果に基づく、考察は以下のとおり。ターゲットとなる利用者や、

効率性を高めるための運行形態、事業性などは、地域によって異なるため、サービス展

開にあたっては、地域の特性を考慮する必要がある。 

 

〇サービス利用への転換を促すマイカーを運転する高齢者数 

• サービス利用への転換を促すマイカーを運転する高齢者数は、都市郊外部の住宅地

の場合には2025年から2050年にかけて約8％減である一方、過疎地域の場合には約

50％減となる。 

➢ 特に過疎地域のような人口が減少する地域では高齢者を中心としながら、子どもや

学生等への利用拡大が必要になる可能性がある。 

 

〇サービス提供にあたっての運行形態 

• ドアtoドアのデマンドによる運行を想定した結果、過疎地域では、エリアが広く人

口密度が低いため、都市郊外部の住宅地の場合と比較して、1日1台当たりの送迎件

数を高く設定できず、運行の効率性を確保しにくい。その分、車両やドライバーの

確保が必要になる。 

➢ 地域の特性に応じた効率的な送迎のためには、対象エリアの面積、人口密度、道路

の形状等を考慮して運行形態を設定することが必要と考えられる。 

 

〇サービス提供の事業性 

• 収支を見た場合に、都市郊外部の住宅地の場合には、1万円～3万5千円など相応の

料金設定をすることで、黒字転換する可能性がある一方で、過疎地域では難しい可

能性がある。 

➢ 市場性を見出すことが難しい場合には、他のサービスとの組み合わせによる事業性

の確保や業務の効率化、公的財源の活用等が必要になると考えられる。 
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４-５ 地域特性ごとのサービスのあり方 

 

 事例調査と簡易シミュレーションの結果を踏まえて、地域で「マイカー運転の自由度・

利便性に近い移動手段」を展開するにあたり、地域特性ごとのサービスのあり方につい

て示す。 

 

（1） 基本的な考え方 

 

 新たなモビリティサービスを各地域で展開するにあたり、各地域の交通環境（移動ニー

ズの状況、各種モビリティの供給状況等）は様々であることから、当該移動手段の費用

構造や事業性も地域毎に異なるものとなり、また、必要となる公的財源の額も異なって

くる。 

 こうした各地域の違いを踏まえ、「新たなモビリティサービス」をコミュニティバス等、

従前から運行していた交通機関に替えて導入を検討する場合には、費用、料金収入、公

的財源やサービスの利便性、利用状況等の「見える化」が必要である。すなわち、導入

しようとする「新たなモビリティサービス」と従前から運行していた交通機関とを客観

的に比較できるデータを整備することが必要である。 

 利用料金の設定にあたってマイカー維持費の水準を意識することで、公的財源支出の抑

制を図ることが可能となる。その上で、整備された客観的データに基づき、各地域にお

ける公的財源投入の是非が判断される。 

 

 

 

 

  

バス・タクシー

費用

料金収入

公的財源

サービスの利便性

サービスの利用状況

新たなモビリティサービス

費用

料金収入

公的財源

サービスの利便性

サービスの利用状況

見える化して客観的に比較
データ整備が必要

マイカー維持費の水準を踏まえ
て設定し、公的財源支出を抑制

見える化に基づく財源の確保・
地域での合意のもと投入
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（2） 地域特性に応じて想定されるサービス 

 

 地域の状況を踏まえた上で考えられる、サービス展開の方向性は次のとおり。 

 

ケース① 過疎地域 人口密度：超低 

 

ア 地域のイメージ 

 

 中山間地域であり、中心地でバスや鉄道に乗り継げば大きな市町へ行けるが、利便性

は高くない。 

 住宅や店舗、施設が点在しており、中心地までは5～10㎞程度離れている所もある。 

※上記イメージは事例Cの久米南町を基に示したものであり、過疎地域の中には、谷筋に

主要道路が通っており、個々の家がさらにそうした道路から奥に入っていったようなと

ころに点在する地域や、平地に道路網が拡がっているような地域等、久米南町の地域の

状況とは異なるところがある。 

 

岡山県久米南町 

 

引用：Googleマップ 

 

  

10km

10km
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岡山県久米南町の状況 

 

  

 

 

  

  

出典：事務局（運輸総研）撮影（R5.6） 
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イ 想定される地域の状況・見通し 

 

【人口動態等】 

 人口減少が進み、高齢化率も高く、地域の維持が困難になるケースも増加する。 

 店舗・施設等が点在している、または地域内に存在しないことが多い。さらに、撤退

する可能性がある。 

 公共交通が整備されていない場合も多く、マイカーによる移動が中心となっている。 

【移動ニーズに関わる状況】 

 高齢者等が買い物や通院で店舗・施設等を徒歩で利用することは難しい。そのため、

日常的な買物や通院のための店舗・施設等までの移動で、サービスが必要となる場合

が多くなると考えられる。 

【サービス供給に関わる状況】 

 公共交通事業者が存在しない場合がある。また、公共交通事業者が存在している場合

でも、撤退が進む可能性がある。ドライバーなどの担い手の確保は難しいと考えられ

る。 

 

ウ サービス展開の方向性 

 

 日常生活に必要な店舗・施設が立地する区域を範囲として、「ドアtoドア型」や「ミー

ティングポイント型」を採用することが考えられる。 

 日常的に利用したい区域・区間の距離・広さによって、「定額乗り放題」のサービスの

料金設定にパターンを設定することや、距離のある店舗・施設への移動が必要な場合

には、追加の料金を支払うようなプランを設定することが考えられる。また、乗合率

など運行効率の向上のため、フルデマンド（時間非固定・路線非固定型）ではなく、

部分的に運行時刻や路線を固定することが考えられる。 

 民間事業者が採算性を確保して運行することは難しく、利用ニーズのない時間帯を活

用するなどにより、生活に必要な買い物・通院・宅配・見守りなどに関わる施設運営

やサービス提供等と一体的にサービスを提供して、事業性・採算性を向上することが

考えられる。その際、自治体が生活に必要な買い物・通院・宅配・見守りなどに関わ

る施設整備やサービス提供の維持等とあわせて運行サービスを設計し、民間事業者に

運行を委託することも考えられる。また、高齢者数も減少することから、子どもや学

生等への利用拡大を行うことも考えられる。 

 ドライバーの確保が難しい場合には、住民や社会福祉施設等との連携によってドライ

バーを確保することや自治体自体が運行することも考えられ、また、そのための支援

が必要となることも想定される。 

※ サービスを展開する主体についてはあくまで一例を示したものであり、実際には、地域に現

に存在する主体を活用してサービスを展開することとなる。 
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ケース② 地方都市 人口密度：中～低 

 

ア 地域のイメージ 

 

 大きな鉄道駅から一定程度離れた住宅地。主要道路にはバス便があるが利便性は高く

ない。中心市街地よりも郊外型の大規模店舗が賑わっている。各住宅から店舗や用務

先までの距離は数㎞程度あるケースが多い。 

※上記イメージは事例Bの郡山市を基に示したものであり、地方都市の中には上記イメー

ジとは異なる地域も存在する。 

 

福島県郡山市安積地区（人口33,261人、面積17.43k㎡、人口密度1,908.3人/k㎡）を中心と

した郡山市内（人口317,486人、可住地面積334.14k㎡、可住地面積あたり人口密度、950.2

人/k㎡） 

 

引用：Googleマップ 

  

7km

5km

50km

45km

7km

5km

安積地区
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福島県郡山市安積地区の状況 

 

  

  

  

出典：事務局（運輸総研）撮影（R5.5） 
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イ 想定される地域の状況・見通し 

 

【人口動態等】 

 大都市と比較して生活圏域が広範で、人口減少により人口密度は低下し、高齢化率も

高まる。 

 店舗・施設は、中心部では一定程度集積する場合もあるが、周辺部に分散している場

合が多い。中心部や主要な区域・区間などで鉄道やバスが整備されているが限定的で

あり、マイカーによる移動が中心となっている。 

【移動ニーズに関わる状況】 

 中心部等の限られた場所以外では、高齢者等が買い物や通院で店舗・施設を歩いて利

用することは難しい。 

 そのため、地域内での日常的な買物や通院のための店舗・施設までの移動で、サービ

スが必要となる場合が多い。 

【サービス供給に関わる状況】 

 公共交通事業者が都市中心部や主要な区域・区間では存在するが、周辺部では存在し

ない場合もある。 

 公共交通の利用減少が進むことで、地域によっては公共交通機関が撤退するエリアが

増加する可能性がある。また、ドライバーなどの担い手が減少して、確保しづらい状

況になっていると考えられる。 

 

ウ サービス展開の方向性 

 

 日常生活に必要な店舗・施設が立地する区域を範囲として、「ドアtoドア型」や「ミー

ティングポイント型」を採用することが考えられる。 

 日常的に利用したい区域・区間の距離・広さによって、「定額乗り放題」のサービスの

料金設定にパターンを設定することや、距離のある店舗・施設への移動が必要な場合

には、追加の料金を支払うようなプランを設定することが考えられる。 

 利用者数の確保や運行効率の面で課題があり、採算性の確保が難しい可能性があるた

め、民間事業者がサービスを展開する場合、自治体が運行に要する費用（システム、

車両等）に対する補助や赤字補填を行うことが考えられる。 

 さらに、民間事業者による主体的な展開が難しい場合には、自治体が運営主体を担い、

民間事業者がサービスの運行を担うことも考えられる。 

※ サービスを展開する主体についてはあくまで一例を示したものであり、実際には、地域に現

に存在する主体を活用してサービスを展開することとなる。 
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ケース③ 大都市郊外部 人口密度：高 

 

ア 地域のイメージ 

 

 いわゆるニュータウンとして整備された場所で、主要道路にはバス便が一定程度の利

便性で運行しているが、各住戸からバス停までは数百m程度離れている場合もある。 

 鉄道駅周辺は賑わっているが、郊外型の大規模店舗も多くあり、マイカーで利用する

場合も多い。 

※上記イメージは事例Aの壱岐南地区を基に示したものであり、大都市郊外部の中には上

記イメージとは異なる地域も存在する。 

 

福岡県福岡市西区壱岐南地区及びその周辺 

 

引用：Googleマップ 

 

  

5km

5km
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福岡県福岡市西区壱岐南地区の状況 

 

  

  

  

  

出典：事務局（運輸総研）撮影（R5.5） 
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イ 想定される地域の状況・見通し 

 

【人口動態等】 

 人口・人口密度は比較的維持されると考えられるが、ニュータウン開発等によって整

備された住宅地の中には、今後高齢化が急速に進み、高齢者人口が急激に増加すると

ころがある。 

 鉄道駅周辺以外ではマイカー運転での移動が比較的多い。 

【移動ニーズに関わる状況】 

 鉄道やバスは、都市中心部への通勤通学を目的とした利用を想定して運行されている

ことが多い。 

 地域内には、マイカー移動を想定した店舗、施設等が立地しており、そうした施設等

へのアクセスは徒歩で行くには遠かったり、途中起伏が激しい場合もあることから、

日常生活のために必要な移動が困難になる高齢者等が増加すると考えられる。 

【サービス供給に関わる状況】 

 公共交通事業者が存在。 

 住宅団地等では、通勤通学による利用を目的とした鉄道や主要幹線バスの利用減少が

進み、運行の維持に課題が生じている場合がある。また、ドライバーなどの担い手も

確保しづらい状況になっている。 

 

ウ サービス展開の方向性 

 

 近距離の移動手段として「ドアtoドア型」、「ミーティングポイント型」による運行等

が想定される。 

 日常生活に必要な店舗・施設が立地する住宅団地内や住宅地内等の区域を運行範囲と

して「定額乗り放題」のサービスを設定することが考えられる。 

 距離のある店舗・施設への移動が必要な利用者を対象に、より広いエリアを運行範囲

としたより高い料金プランの設定も考えられる。 

 高齢化に伴う地域の需要に応える新たなサービスとして既存のバス・タクシー事業者

による展開が考えられる。ただし、利用者数の確保や運行効率の面で課題があり、採

算性の確保が難しい場合には、自治体が運行に要する費用（システム、車両等）に対

する補助や赤字補填を行うことが考えられる。 

※ サービスを展開する主体についてはあくまで一例を示したものであり、実際には、地域に現

に存在する主体を活用してサービスを展開することとなる。 
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ケース④ 大都市中心部 人口密度：超高 

 

ア 地域のイメージ 

 

 人口密度が極めて高く、コンビニ等も多数あり、一定程度歩けば、駅やバス停・店舗

等へアクセス可能である。一方で、バス便は主要道路のみで住戸前は狭い道路のケー

スが多い。 

 再開発された場所は利便性が高いが、利便性が高くない場所も数多くある。 

※上記イメージは港区白金を基に示したものであり、大都市中心部の中には上記イメージ

とは異なる地域も存在する。 

 

東京都港区白金 

 

引用：Googleマップ 

 

  

1.5km

1km
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東京都港区白金の状況 

 

  

  

  

出典：鎌田座長撮影（R3.11） 
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イ 想定される地域の状況・見通し 

 

【人口動態等】 

 人口・人口密度が維持されると考えられる。また、高齢化の進展により高齢者自体の

数が増加することが見込まれる。 

 鉄道やバスなどの公共交通が引き続き充実し、公共交通の利用の度合は高い状態が維

持されると想定される。 

【移動ニーズに関わる状況】 

 鉄道駅やバス停、店舗等の施設が比較的歩いて利用できる距離に立地していることが

多い。しかし、高齢者等が歩ける場所に立地していない場合や身体的な理由から歩い

て利用することが困難な場合も多く発生すると考えられる。 

 そのため、日常的な買物や通院のための店舗・施設までの移動や、鉄道駅やバス停ま

での移動で、既存のバス・タクシーでは難しい移動を支援するサービスが必要となる

と考えられる。 

【サービス供給に関わる状況】 

 鉄道・バス・タクシーの事業者が複数存在。 

 バス・タクシーは民間による事業として継続している。 

 ドライバーなどの担い手は確保しづらい状況と考えられる。 

 

 

ウ サービス展開の方向性 

 

 近距離以外の中・長距離の移動は幹線交通による移動が想定されるため、住まい周辺

の店舗・施設や最寄り・近隣の鉄道駅、バス停までを運行範囲に設定。 

 近距離の移動手段として「ドアtoドア型」、「ミーティングポイント型」、「定額乗り放

題」による運行を想定。 

 住まい周辺の店舗・施設への移動や鉄道や主要幹線バスへの乗り継ぎなど、近距離の

移動をカバーする新たなサービスとして、既存のバス・タクシーの事業者が展開。 

 サービスが普及してくれば予約のマッチング成立率も高まり、サービスの利便性・効

率性が高まる。 

※ サービスを展開する主体についてはあくまで一例を示したものであり、実際には、地域に現

に存在する主体を活用してサービスを展開することとなる。 
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４-６ 実現に向けた施策等 

 

 「新たなモビリティサービス」の実現に向けて、今後必要となる施策等を示す。 

 

（1） 目標と施策の方向性 

 

 「新たなモビリティサービス」の実現に向けては、「新たなモビリティサービスが持続

的に提供されている」ことが最終的な目標になると考えられ、そのためには、「サービス

提供の収支バランスがとれている」、「サービスを提供する担い手が確保されている」、

「提供されるサービスが社会的に受容されている」状態を実現する必要がある。また、

このうち、「サービス提供の収支バランスがとれている」については、「利用者数が確保

されている」、「適正な運賃が設定されている」、「必要な公的支援や付加的収入策が実施

されている」、「可能な限りサービス提供に必要なコストが効率化されている」ことが必

要となる。 

 これらを目標とした上で、その実現に向けた施策の方向性を「利用者・住民」、「事業者」、

「自治体」の視点から、以下のとおり設定した。 

 

 

 

 

 
  

新たなモビリティサービスが
持続的に提供されている

施策の方向性目標

マイカー利用に要するコスト・事故リスク等や
新たなモビリティサービスの優位性について理解を促す

ニーズに合わせて柔軟にサービス形態を設計できる

適正な料金を設定できる

運行経費を抑制できる

担い手にとって魅力ある職場環境にする

デマンド交通システム等必要なシステムを導入できる

適正な金額で公的財源を投入できる

利用者・住民

事業者

自治体

サービス提供の
収支バランスが
とれている

サービスを提供する担い手が確保されてい
る

利用者数が確
保されている

可能な限りサー
ビス提供に必要
なコストが効率
化されている

適正な運賃が
設定されている

必要な公的支
援や付加的収
入策が実施され

ている

提供されるサービスが社会的に受容されて
いる 新たなモビリティサービスが受け入れられている

マイカーを手放し新たなモビリティサービスの利用を促す
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（2） 実現に向けた施策 

 

施策の方向性から導き出される10つの施策を設定した。 

 

  

既存のバス・タクシー事業者との調整

施策の方向性

住民等へのサービスの周知

サービス利用への転換を促すコミュニ
ケーション・インセンティブ付与

目的地施設との共創の実施

適正な給与・勤務体系の工夫

データの一元的な管理・見える化

他サービス等とのマルチタスク化

デマンド交通システムの導入補助

FS調査・社会実験の実施

施策※

マイカー利用に要するコスト・事故リスク等や新たな
モビリティサービスの優位性について理解を促す

マイカーを手放し新たなモビリティサービスの利用を
促す

担い手にとって魅力ある職場環境にする

ニーズに合わせて柔軟にサービス形態を設計できる

デマンド交通システム等必要なシステムを導入できる

適正な料金を設定できる

運行経費を抑制できる

適正な金額で公的財源を投入できる

持続可能な料金の不断の見直し

新たなモビリティサービスが受け入れられている

利
用
者
・住
民

事
業
者

自
治
体

※地域交通に関わる法制度のあり方については、別途、『地域交通産業の基盤強化・事業革新に関する調査研究』において検討することとしている
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施策1 住民等へのサービスの周知 

ア 内容 

• サービスの説明会等の開催により、サービス内容やスマホアプリの利用方法の理解を

促進するとともに、サービス利用による生活の質（QOL）の向上イメージを醸成する。 

イ 施策を実施する際の主体 

利用者・住民 事業者 施設管理者 自治体 交通管理者 国 

〇 〇  〇   
 

 

施策2 サービス利用への転換を促すコミュニケーション・インセンティブ付与 

ア 内容 

 免許返納の対象となる高齢者が実際の行動変容につながるよう、マイカーの維持費や

事故リスクの高さに関して効果的なコミュニケーションを図るとともに、マイカーを

手放すインセンティブ（料金割引等）を付与する。 

イ 施策を実施する際の主体 

利用者・住民 事業者 施設管理者 自治体 交通管理者 国 

〇   〇 〇  
 

 

施策3 目的地施設との共創の実施 

ア 内容 

 高齢者等のQOL向上につながるサービス利用を促すため、目的地である施設と共創し、

施設利用促進策（料金割引等）を実施する。また、例えば、商業施設等が行うタイム

セールと連動した運行の周知などにより、同時間帯に同方向に動いてもらうよう促す

ことで、乗合率を高める工夫を行う。 

イ 施策を実施する際の主体 

利用者・住民 事業者 施設管理者 自治体 交通管理者 国 

 〇 〇 〇   
 

 

施策4 適正な給与・勤務体系の工夫 

ア 内容 

 例えば、朝夕のスクールバス運行等により、安定した収入を確保しつつ、昼間帯は当

該サービスを実施するなど、運転者の適正な給与や勤務体系の工夫を行う。 

イ 施策を実施する際の主体 

利用者・住民 事業者 施設管理者 自治体 交通管理者 国 

 〇 〇 〇   
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施策5 他サービス等とのマルチタスク化 

ア 内容 

 過疎地域等における収益構造改善・担い手確保のため、貨客混載を始め、生活関連サ

ービスや施設運営とのマルチタスク化を促進。その際、例えば貨物輸送の料金が旅客

輸送の料金より高く設定できる可能性に留意。 

イ 施策を実施する際の主体 

利用者・住民 事業者 施設管理者 自治体 交通管理者 国 

〇 〇 〇 〇   
 

 

施策6 デマンド交通システムの導入補助 

ア 内容 

 デマンド交通システムの導入費補助や、デマンド交通システムを所有・管理する自治

体から事業者が借用可能となるようにする。 

イ 施策を実施する際の主体 

利用者・住民 事業者 施設管理者 自治体 交通管理者 国 

 〇  〇  〇 
 

 

施策7 持続可能な料金の不断の見直し 

ア 内容 

 マイカー維持費の水準を意識して設定した持続可能な料金について、利用動向等を踏

まえつつ、不断の見直しを行う。 

イ 施策を実施する際の主体 

利用者・住民 事業者 施設管理者 自治体 交通管理者 国 

 〇  〇   
 

 

施策8 データの一元的な管理・見える化 

ア 内容 

 費用、料金収入、公的財源やサービスの運行実態、利用状況等、運行に関するデータ

を一元的に収集して分析・見える化できる基盤を整備する。 

イ 施策を実施する際の主体 

利用者・住民 事業者 施設管理者 自治体 交通管理者 国 

 〇  〇   
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施策9 FS調査・社会実験の実施 

ア 内容 

 FS調査や社会実験について、従来以上の大規模な実施により、前頁・本頁の各施策の

取組等に関して、社会実装の可能性の有無を検証する。 

 また、FS調査を契機として利用者の外出率や分担率などの定量的なデータを適宜取得

し、社会実装に活用する。 

イ 施策を実施する際の主体 

利用者・住民 事業者 施設管理者 自治体 交通管理者 国 

〇 〇 〇 〇  〇 
 

 

施策10 既存のバス・タクシー事業者との調整 

ア 内容 

 新たなモビリティサービスの導入にあたっては、既存のバス・タクシー事業者との適

切な役割分担により、地域住民の利便性確保につながる交通体系を実現すべく、地域

公共交通会議等の合意を踏まえた運行計画を策定する。 

イ 施策を実施する際の主体 

利用者・住民 事業者 施設管理者 自治体 交通管理者 国 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 
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おわりに 
 加齢により事故のリスクを抱えながら、他の代替手段が無いためにマイカー運転を続け

ている人が、マイカー並みの利便性を有するモビリティサービスが提供されて、マイカ

ーからの転換がはかれるとどうなるかについて、検討を行ってきた。 

 サービス提供を使うかどうかは、個人の考えによるので、そこが実現に向けての一番大

きなハードルであることは明白であるが、交通事業の供給側の改善の議論や制度改革な

どが進められ、またデマンド交通も優良事例があり全域フルデマンドの交通網を整備す

る自治体が出てきており、色々なポテンシャルについて整いつつあるように感じられる。 

 マイカーからモビリティサービスへの転換を後押しするものとして、モビリティ業界の

CASE対応、特にカーボンニュートラルへの対応において、マイカー維持費の増大が想定

され、今のようにマイカーへの過度の依存が今後もそのまま続けられなくなっていくと

考えられる。100年に一度のモビリティ革命と言われ、世界的にモビリティサービスの

進化が見込まれている中で、日本のモビリティの将来像をきちんとビジョンとして掲げ

ていくことは非常に重要である。 

 もちろん、今のデマンド交通はさほど利用者が多くなく、人口低密度の地域では個別輸

送になっていて費用の割に運行効率がよくなく、収支率は10％台にとどまっているのに

対し、マイカーからの転換により利用者が桁違いに多くなった際に、デマンド配車シス

テムがどのように対応できるか、台数増による費用増と利用者増による収入増の関係を

相乗りでの効率向上も踏まえて整理することなど、簡易シミュレーションだけではわか

らないことも多々あるが、利用増により地域によっては採算性の確保が実現出来うるこ

とは、このようなモビリティサービスの展開が今後の交通事業を考える際に大きな柱に

なりうることが示されている。 

 運行エリアをどのように設定するか、上限距離や上限回数などと運賃設定をどうするか、

相乗りのための遠回りをどこまで許容するか、それを運賃設定にどう反映するか、など、

詳細の煮詰めは今後の取組みとなるが、全域フルデマンドを実装している地域で、ノー

マイカーデーの実施というような社会実験を行い、利用者増に対してシステムの対応性

や利用者側の意見徴収などのトライアルをやっていくことが望まれる。 

 また、マイカーからの転換は強制できるものではなく、個々の人の価値判断によるもの

であるし、農業のための軽トラック利用をモビリティサービスへ転換することはできな

い。一方で、高齢者以外でも、このようなサービスが有り難く、利用が促進されること

も考えられ、そういったことをトータルで考え、将来のモビリティビジョンの姿を掲げ

るようにしたい。 

 今回の検討を終わるにあたり、さらなる検討が必要な項目や、関係省庁の取組みに期待

したいことを、以下に記す。 

 マイカーからの転換層を受け入れられるモビリティサービスの用意を主眼として検討

を進めてきたが、そのサービスが提供されれば、今移動に困っている人たちのモビリテ

ィ確保も実現できる。週に1、2回しか外出しない層に対しては低額の運賃設定や所得に

応じた自治体からの補助などがあると、かなりの部分が対応できるであろう。福祉的交
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通で、特別なケアが必要な人に対しては乗務員の教育や乗降介助などの料金設定といっ

た面を考えていく必要がある。 

 人口密度がそれなりのレベルまでは、フルデマンドのモビリティサービスは、うまくい

けば採算が取れ、公的補助が必要でも収支率はかなり高められることが期待されるが、

過疎地域となると、エリアが広いと一日に対応できるデマンド数は限られ、採算ベース

にはのせにくい。そこでの運行効率確保のためには、時刻と方面を定めたセミデマンド

運行とするのがよさそうであるが、それぞれの地域でしっかり議論して決めるのがよい。

またドライバー確保が困難であるとか、輸送量が多くないと運転していない時間が多く

なることも考えられるが、介護施設の輸送を担うとか、訪問系の看護・介護サービスの

移動にモビリティサービスをつかってもらうことで、移動中に別の仕事ができるように

するとか、地域全体で様々な事業がまわるように最適化の検討も必要であろう。 

 最後に、他所での検討が進んでいたり、これまであまり触れられてこなかったが、記し

ておくべきと考えられることを書いて結びとする。 

 交通の供給側の事業性に関する検討は進められているが、将来を考えると、現行のバス・

タクシーといった区分けをそのまま続けるのでいいのかという論点がある。むしろ、乗

合と貸切という区分けだけで、大きさで分ける必要が無くなっていくかもしれない。車

両についても、同じ大きさの車両が定員が10名と14名で規格が異なっていて、後者では

要求仕様が多くコスト高になっており、また運転免許も異なっているが、これを普通車

扱いで大型2種免許でなくとも運転できるようになれば、今より安く、またドライバー

確保も容易になってくるように思われる。 

 また福祉的側面を考えると、地域包括ケアシステムの5つの構成要素の「介護」、「医療」、

「住まい」「介護予防」「生活支援」が高齢者の在宅生活を支える主な要素とされ、移動

支援は「生活支援」の一つであるのはもちろん、それによる外出、社会参加の機会の確

保は「介護予防」のためにも大変重要である。この地域包括ケアシステムの実現に向け

て、介護予防・日常生活支援総合事業による運営費補助や、生活支援体制整備事業によ

るネットワーク構築などが可能になったものの、移動・交通のシステムとの連携に向け

てさらなる方策の検討が望まれる。また、特に過疎地域では、在宅医療や訪問看護等の

介護サービスが人材不足等でひっ迫しており、加えて移動に伴うコストが事業性を悪化

させ、大きな負担となっている。中山間地域における地域包括ケアシステム構築の実現

に向けて、移動・交通の問題も組み込んだ姿の検討も望まれる。 

 さらに、地域の持続性や住民の生活を考えると、交通単独で答えを出すのではなく、ま

ちづくりとの連携も重要になってくると考えられる。特に、過疎地域では人口減少が顕

著であり、小さな拠点をうまく作り、それを中心としたまちづくりを考え、モビリティ

が役割を果たす姿が望まれる。 

 以上のように、国土交通省の交通の関係部局にとどまらず、モビリティの話は総合的に

考えていくべき大きな話である。人口減少問題は、世界の先進国で今後深刻になってい

く話題である。オールジャパンでの取組みが、多くの成功例を生み出し、国際的に見て

も模範になるようになっていくことを期待し、結びとする。  
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